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４．会議次第 

①我が国産業の国際競争力強化等を図るための 

今後の港湾政策のあり方について・・・・・３ 

・日本商工会議所からのヒアリング 

・スーパー中枢港湾施策の進捗状況 

・目標達成に向けた港湾施策の推進 

・その他 

②地球温暖化に起因する気候変動に対する港湾政策のあり方について・・１９ 

③港湾計画について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

・三田尻中関港（改訂） 

・油津港（改訂） 

・苫小牧港（改訂） 

・八戸港（一部変更） 

・新潟港（一部変更） 

・堺泉北港（一部変更） 

・北九州港（一部変更） 

・中津港（一部変更） 

④報告事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７ 
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５．議会経過 

 

開  会 

【総務課長】  １時半、定刻ちょうどでございます。お待たせいたしました。ただいまよ

り交通政策審議会第２７回港湾分科会を開催いたします。私は、事務局を務めさせていただ

きます港湾局総務課長の岸本でございます。よろしくお願いいたします。 

 初めに、委員のメンバーの交代について報告させていただきます。はこだて未来大学教授

の長野委員に委員をしていただいていましたが、ご退任されまして、新たに丸山委員にご就

任いただきました。本日ご出席いただいておりますので、ご紹介申し上げますとともに、よ

ろしくお願い申し上げます。 

【委員】  ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

【総務課長】  出席予定の山内委員が少しおくれてお見えになると伺っております。現時

点で、委員１８名中１０名の出席で、交通政策審議会令第８条の規定の定足数に達しており

ます。 

 それから、今日ご欠席の池渕委員の代理として山田さんに、尾崎委員の代理として川崎さ

んにご出席いただいておりますので、ご紹介申し上げます。 

 それから、お手元に配らせていただいている資料の確認でございますが、議事次第、委員

名簿、配席図、当該議事資料、それから、次回以降の日程調整のための連絡事項をとじたも

のがございます。 

 それでは、本日予定しております議事に入らせていただきます。黒田分科会長、この後の

司会進行をお願い申し上げます。 

【分科会長】  それでは、早速本日の議事に入らせていただきます。お手元の議事次第を

ごらんいただきたいのですが、まず１番目の議事でございます。「我が国産業の国際競争力

強化等を図るための今後の港湾政策のあり方」について、ご審議をお願いしたいと思います。 

 審議に先立ちまして、本日は、日本商工会議所の方からヒアリングを予定しております。

３名の方に出席していただいておりますので、まずご紹介申し上げたいと思います。日本商

工会議所特別顧問でありまして、同会議所の国際競争力強化のための中枢空港等の整備に関

する特別委員会の前委員長でいらっしゃいます、三井不動産株式会社代表取締役会長の田中

順一郎様でございます。よろしくお願いいたします。 

 引き続きまして、同じく日本商工会議所理事・企画調査部長の近藤英明様でいらっしゃい
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ます。 

【近藤氏】  近藤です。よろしくお願いします。 

【分科会長】  同じく日本商工会議所の国際競争力強化のための中枢空港等の整備に関す

る特別委員会の前委員の平野委員の代理でいらっしゃいます、日本郵船株式会社経営企画グ

ループ課長の高須伸夫様でいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、田中様より、きょうの資料も含めましてご説明をお願いいたしたいと思います。

大変恐縮でございますが、１０分ほどでお話を伺いまして、その後、委員からの質疑応答の

時間に充てたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、田中様、よろしくお願いします。 

【田中氏】  日本商工会議所の特別顧問をやっております田中でございます。私は、日本

商工会議所で本年２月に設置されました国際競争力強化のための中枢空港等の整備に関する

委員会、特別委員会で委員長を務めておりました。去る１０月に最終的な提言を取りまとめ

たわけでございますが、既に冬柴大臣には、山内前会長とともに訪問をいたしまして、我々

の意見の概要はご説明させていただいております。本日、このような場所でご説明の機会を

与えられましたことを心から感謝申し上げている次第でございます。 

 まず我々日本商工会議所は、なぜ港湾や空港整備に関する特別委員会を設置し、検討した

かにつきましてご説明させていただきたいと思います。 

 急速に国際分業などが進展する中にありまして、最も重要な物流インフラにおきまして、

我が国の港湾や空港の貨物取扱実績が中国等に逆転されるなど、国際競争力が相対的に低下

の傾向にあることに対して、かねてから強く懸念をいたしておりました。そこで、財政的な

制約もある中で、グローバルスタンダードや選択と集中の観点から、拠点となる港湾や空港

の重点的かつ戦略的な整備運営のあり方について検討することになったわけであります。ち

ょうど政府におかれましても、アジア・ゲートウェイ構想を検討していた時期でありました

ので、４月には中間的な提言を発表し、結果、多くの意見を政府の改革の方向性に盛り込ん

でいただくことができました。 

 日本商工会議所といたしましては、港湾整備のあり方については本格的に検討することは

初めてでございまして、今回の提言も、あくまで円滑な経済活動を進めるに当たり、どのよ

うな港湾が存在すれば最大限にその機能を有効に活用できるかという観点から、過去の経緯

などには一切とらわれず、取りまとめたものでございます。 

 提言の内容につきましては、隣の近藤理事からご説明申し上げますが、私からは特に主張
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したい点として、２点お話しさせていただきたく存じます。 

 まず１つ目でありますが、我が国が激化する国際競争に打ち勝っていくためにも、アジア

諸国等から大きく遅れている首都圏の社会資本整備、これがもはや一刻の猶予も許されない

状況にあるということを経済界として強く申し上げたいと思っております。 

 個人的には、羽田再拡張後の空港需要や港湾の海上コンテナ貨物の増加が予想される一方

で、都市空間や観光資源としてのポテンシャルの高い東京湾を首都圏共有の限られた都市資

産、資源と考え、東京湾における港湾や空港機能のあり方といった観点で、組織横断・地域

横断的に今後の利活用や機能配置を考えていくような仕組みはないだろうかと考えておりま

す。 

 ２つ目でありますけれども、港湾運営の効率化やサービス向上を進めていくためには、広

域化、ポートオーソリティー的なものをいかに進めていくかが鍵になると考えております。

もちろん港湾だけでは採算性に問題が出てくることも理解をしておりますので、空港や鉄道

も含めたポートオーソリティーのあり方について、こうした専門的な検討会の場で検討して

いただくとともに、各地域においても真剣に検討していく必要があると考えております。あ

わせて、港湾と空港、あるいは都市をつなぐ道路整備なども進めていく必要があると考えて

おります。 

 それでは、提言内容につきまして、近藤理事からご説明申し上げます。 

【近藤氏】  それでは、お手元の資料１－１に基づきまして簡単にご説明させていただき

ます。 

 １ページをお開きいただきたいと思います。まず１番の利便性やコスト面における国際的

な優位性の確保についてでございますが、基本方針２００７にも盛り込まれておるところで

ございますが、(１)として、貿易手続改革プログラムの着実かつ早期実現を強く要望してお

ります。 

 特に具体的な内容でございますが、①として、輸出における保税搬入原則をはじめとする

関税法の見直しを含めた現行の保税・通関制度の見直し、あるいは港湾手続の統一化、簡素

化等が非常に重要であるということを述べております。 

 ②は、特に港湾手続の統一化につきましては、国と地方公共団体の協力のもと、港湾手続

の統一化を早急にすべきとしております。 

 その他、港湾ＥＤＩ化などの電子的な基盤整備や国が責任を持って整備していくべき、あ

るいは国主導による民間事業者の負担がないセキュリティーシステムの策定などを要望して
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おります。 

 続いて、(２)ポートオーソリティーの推進でございます。現行の港湾法を抜本的に改正を

して、東京湾等の三大湾につきましては、国が主導権を持って整備や管理運営を行うととも

に、運営に当たっては、民間が活動しやすい環境を整え、港湾運営の効率化や港湾の利用料

金の低減などを実現させるべきとしております。 

 例としては、本文にあるのですが、一定規模以上の主要港湾ごとに、国と官民、港湾関係

者による港湾運営審議会のようなものを設置していただき、官民一体で国家として最適な港

湾の整備や運営計画を策定していただくなど、港湾運営の効率化の実現に向けたさまざまな

取り組みを推進していかれたいというようにしております。 

 (３)でございます。スーパー中枢港湾の抜本的な整備拡充・機能強化でございますが、既

にこれも政策として進められているところでございますが、①では、港湾の拡充整備として、

大型船や大量なコンテナ等への対応に向けた整備拡充、あるいは規制緩和への取り組みを要

望しております。 

 また②では、港湾の機能強化として、スーパー中枢港湾の機能を最大限発揮できるように

するため、メガターミナルオペレーターの育成とＩＴ化を推進すべきとしています。 

 また③では、コスト低減を図るための方策として、内航フィーダーの活性化について要望

しております。燃料の非課税化、あるいは競争力強化のための取り組みを進めていただきた

いということでございます。 

 次のページをご覧いただきたいと思います。２番目の港湾地域の国際物流機能の拡充と総

合的な交通ネットワークの構築に関しましては、(１)として、有機的な道路・鉄道・内航等

の総合的な交通ネットワークの構築を掲げております。内陸部の製造拠点、知的集積拠点、

地方港湾と拠点となるスーパー中枢港湾などとの有機的な道路・鉄道・内航等の総合的な交

通ネットワークを構築し、地域の活性化のためにも、いかに港湾を有効活用できる環境整備

をしていくかが、極めて重要と思っております。 

 最後の(２)でございますが、国交省さんでは、競争力のある臨海部産業エリアを形成する

ために、港湾隣接地において、民間資金等も有効に活用しながら、流通加工機能等もあわせ

持つ大規模かつ高機能なロジスティクスセンターを設置し、ぜひ国際競争力強化に向けた整

備を図っていただきたいということでございます。 

 また、産業競争力強化ゾーンの設計においては、ドバイのジュベリ・アリ・フリーゾーン

等の海外事例を参考に、国内外からの投資促進、あるいは企業活動の活性化が図られるよう

- 6 -



 

な税制等の優遇措置、こういったものが必要であるということを要望させていただいており

ます。 

 非常に簡単でございますが、以上でございます。ありがとうございました。 

【分科会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまご説明いただきました日本商工会議所からの提言内容に関連しまして、

ご質問あるいはご意見ございましたら、委員各位からお願い申し上げたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

【委員】  最初の（１）に港湾ＥＤＩ等の電子化、電子的基盤を整備すべきとあるのです

けれども、私は詳しくないのですけれども、来年、府省ポータルでＮＡＣＣＳとかが拡充さ

れまして、かなり機能拡充される。そういった中で、いわゆる国際物流の中で、原産地証明

が紙である。あるいは、ＮＡＣＣＳにある程度電子的なデータはほとんどそろっている。そ

ういった意味で、原産地証明、これは日本商工会議所が発行されていたと思うのですけれど

も、この電子化であるとか、あるいはＮＡＣＣＳとの連携で電子化ですね。そういったこと

について、どういうふうな取り組み、あるいは方向性を持っておられるのでしょうか。 

【近藤氏】  原産地証明につきましては、商工会議所で主として発給をしておりますので、

特にコスト削減、あるいはリードタイムを短縮していくためにも、電子化というのは非常に

重要だということで認識しておりまして、内部では一応検討はしているのですが、相手国に

おいては電子化されてないところも随分、発展途上国で特にございますので、両方対応して

いくためには相当コストがかかってしまうという問題も、直接私どもの担当ではないのです

けれども、そういう問題点も指摘をされているところでございますが、将来的には、国際的

な統一基準というものができれば、それに当然対応していきたいと思っています。 

【分科会長】  ありがとうございます。ほかにご意見……。 

【委員】  この２．の（２）の国際競争力のある産業エリアの形成という中で、国内外の

投資促進、こういうご提言をされているのですが、今、外資の参入というのが非常に活発に

行われてきていまして、こういうインフラ部門に関しても外資が非常に関心を持っておられ

る。そういう中で、例えば来年、あるいは再来年にＪ－ＳＯＸ法、内部統制が本格的にスタ

ートしていくのですが、例えば日本の企業でも、外資に匹敵するようなＥＲＭというのです

か、リスクマネジメントというのか、そういうのを整備されてし、外資と競争できるような

体制というのをどの程度までご検討されているのか、その辺の見通しというのを教えていた

だきたいというのが１点。 
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 それから、もう一つお願いします。もう一つは、サプライチェーンが国際的に展開してい

く中で、利益というのが一体どういうところに集中しているのかというのが実はよくわから

ないところがありまして、せっかく国内でいろいろ投資しても、その便益がどこに最終的に

帰着していっているのだろうか。これはきちっとデータを持って調べていかないといけない

ところですが、なかなかこれを分析できない。そういうこともありまして、戦略として、国

際競争力、あるいはこの部分のインフラを強めていくことによって、どの部分を強化すれば、

我が国の便益といいますか、経済の発展につながるのか。その辺、もしご検討とか、そうい

うのをされている事例があったら、ご紹介していただければと思います。 

【近藤氏】  大変申しわけないのですが、そこまでまだ内部では検討しておりませんので、

なかなかお答えすることはちょっとできないのでございますけれども。せっかくこういう提

言を出しておりますので、さらに深めて検討していきたいと思っております。 

【分科会長】  ありがとうございます。今の委員のご意見と先ほどのお答えに関連してで

すが、商工会議所として、この提言書を出された後の会議所団体としてのアクションという

のは、どういうことを考えていらっしゃるのでしょうか。 

【近藤氏】  特に港湾整備に関する提言につきましては、特別委員会で提言を取りまとめ

たということでございますけれども、それぞれ、先ほどご質問ありましたように、原産地証

明の近代化、それは国際経済小委員会とか、そういうそれぞれの小委員会を設けてございま

すので、さらに掘り下げて検討するということにしております。 

【田中氏】  国際競争力という観点から考えますと、我々が海外に行って、いろいろ都市

を見てまいりますと、特にアジアの各都市では、空港にしても、あるいは港湾にしても、非

常に整備が進んでおりますね。私、素人でよくわからないのですけれども、コンテナは、今

の大井のコンテナヤードでは比較にならないような、積んできたものをまた積みかえるとか、

あるいは加工するとか、そういうことについても、後背地に準備されているということで、

大井の埠頭そのものが、そろそろ消費期限が来ているのではないかなというような感じがい

たしまして、もっともっと沖合に展開して、船も着きやすくする、あるいはマストラも入れ

るということが必要なのではないかなと考えるのですけれども、ご承知のとおり、江戸川か

らずっと南におりてくる線で、東京港の港湾地区というのが限定されておりますから、千葉

港のほうはものすごい広い千葉港港湾地域を持っていながら、埋め立てすることもできない。

そういう状況を何とか打開して、コンテナヤードそのものも、もっと広い、何倍もあるよう

な大きなヤードを準備して、コンテナヤードをそっちに移すことによって、航路が要らなく
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なりますね。航路が要らなくなってくると、羽田の第５区滑走路、今やっていますけれども、

これが間もなくだめになるに決まっているわけですから、また滑走路が要るようになってき

ますが、もう埋める余地がないのですね。船主協会はものすごい反対して、大分そのときや

ったのを覚えていらっしゃると思いますが、そういうことで、コンテナヤードを外に出しち

ゃって、そして羽田も拡張ができるというような対応をしていかないと、国際的な競争に勝

てないのではないかということを素人なりに感じておりますものですから、そういう提言に

なっていったわけでございます。 

【分科会長】  ありがとうございます。 

【委員】  だからこそ、提言は、国主導で、国家戦略としてやらなきゃいけないというこ

とだろうと思うのですけれども、でも、その一方で、この間ちょっと中間取りまとめが出た

んですけれども、地方分権推進委員会のほうでは、地方主導というようなニュアンスの中間

取りまとめを出されているのですが、その整合性が非常に難しいと思うのですね。要するに、

使い勝手がよくて、国際競争力が上がればいいわけですから、そういう提言をどんどんなさ

っていってほしいなと、これは要望なのですけれども、ということです。 

【分科会長】  ありがとうございます。同じような提言は、経団連さんのほうからも先立

って提言していただいているのですね。経団連さんのほうでは、あの提言の後、どういうこ

とで具体的に進めようとしていらっしゃるのか。きょう、代表の丸山委員がお越しでござい

ますので、もしその後の経団連の取り組み等がわかるようでしたら、お話しいただきたいの

ですが。 

【委員】  分科会が現実に幾つもできておりますので、各省庁の方々と分科会で具体的な

検討を進めさせていただいております。今、先生方からお話がありますように、地方分権と

いう片一方の流れの中で、国家戦略として国が主導をとって、国のために判断をするという

ことが非常にしづらい世の中に、今、流れとしてはなってしまっているということを大変我

々も危惧しておりまして、政府の先生方、自民党の先生方を一生懸命巻き込んで、大きなう

ねりができないかということを今、一生懸命取り組んでおりますが、まだ力及ばずで、具体

的な反映がされるようなところまでいっていないというのが実情だと認識しております。 

【分科会長】  どうもありがとうございました。まだご質問、あるいはご意見ございます

でしょうか。 

 もしないようでしたら、商工会議所の方々からのヒアリングはこれで打ち切らせていただ

きたいと思います。本日は、田中様、近藤様、高須様、ほんとうにありがとうございました。 
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 それでは、引き続きまして、「我が国産業の国際競争力強化等を図るための今後の港湾政

策のあり方」の審議事項のうち、「スーパー中枢港湾施策の進捗状況」について、事務局か

らご報告をお願いいたします。 

【港湾経済課課長補佐】  それでは、説明させていただきます。資料１－２をご覧くださ

い。最初に１ページ目でございますが、スーパー中枢港湾プロジェクトのねらいと推進施策

について簡単にご紹介しております。 

 プロジェクトのねらいとしては、１つ、まず我が国港湾における基幹航路の維持確保、こ

れを図るためにスーパー中枢港湾において、我が国発着の基幹航路貨物の集中的取り扱いを

推進することが１点ございます。そして、この効果とともに、スーパー中枢港湾の利用者に

対して、良質な物流サービスを提供するため、貨物の集中的取り扱い等の効果を効率的に使

いながら、貨物を効率的に処理することによって、港湾コスト・サービス水準の向上を目指

しております。 

 このための目標として、貨物量については、各スーパー中枢港湾の港湾管理者がそれぞれ

設定し、港湾コスト・サービス水準については、かねてからご案内のとおり、３割低減、リ

ードタイム１日ということを目標に掲げております。 

 推進施策については、ここに述べておりますが、国、港湾管理者、関係民間事業者の方々

の協力により、ハード、ソフトが一体となった総合的な施策を推進することとしておりまし

て、例えば次世代高規格コンテナターミナルの形成などといったところに取り組むこととし

ております。 

 ２ページ目をご覧いただければと思います。ここでそれらの取り組みについて、各港の取

り組み状況を簡単に示しております。次世代高規格コンテナターミナルの形成に関しまして

は、現在５カ所で取り組みが進められておりますが、高規格コンテナターミナルについては、

横浜港のみ完成しており、その他はまだ整備中といったところでございます。 

 民間ターミナルオペレーターに関しましては、それぞれ認定が行われております。そして、

それぞれのレベルで運営事業を開始しているといったところでございます。 

 ３ページ目をごらんください。それらの取り組みによりまして、参考としまして、次世代

高規格コンテナターミナルの取扱量を一部例示で紹介しております。横浜港本牧ＢＣコンテ

ナターミナル、これは次世代高規格コンテナターミナルでございますが、２００５年１２月

にグランドオープンしまして、その後１年間の２００６年の実績は８８万ＴＥＵ。その翌年

の２００７年１－５月の同月比を見たところ、横浜港全体を上回る順調な伸びを示しており
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ます。 

 名古屋港の飛島埠頭南側コンテナターミナルも、同じく２００５年１２月に１バース、第

１ターミナルがオープンしまして、その後、２００７年１－５月をご覧いただければわかり

ますとおり、同様に引き続き取扱量を伸ばしております。 

 両港とも、これはすべて港湾管理者の努力や、それから外航船社の方々、港湾運送事業者

の方々の協力によって、今のところは貨物が順調に伸びているということでご紹介しました。 

 続きまして、４ページ目をご覧ください。官民によるサービスの向上の取り組み、どのよ

うなことをしているかということでございますが、入港料、施設使用料などがここで紹介し

てありますけれども、これがすべてということではございません。スーパー中枢港湾政策が

始まる以前から、港湾管理者の方々が既に引き下げ等のいろんな取り組みを行ってきたとこ

ろでございます。もちろんスーパー中枢港湾の施策開始後も、こうした取り組みは続けられ

ておりまして、ここに示しておりますように、入港料、岸壁の施設使用料、ヤードの施設使

用料といったところについて、いろいろなインセンティブ制度を創設・拡充しており、ここ

で紹介している内容は、それの一部を例示としてご紹介した次第でございます。 

 ５ページ目をお願いします。続きとして、港湾の２４時間化に資するような取り組みも行

っておりまして、これを紹介します。一番最初は２００１年１１月の港湾荷役の２４時間化

といったところが一番の取り組みでございますが、その後、それにおくれて行政機関が、２

００３年から体制を整備してきているといった状況でございます。２００７年、今年７月は、

東京港では、例えば航空貨物の通関とあわせて、税関が２４時間体制を整備したという話も

あります。 

 港湾関係諸手続の簡素化、迅速化については、従前にもご説明しておりますが、シングル

ウィンドウシステムの構築などといったところについて、スーパー中枢港湾に限らず、全国

的な取り組みを展開しているということでございます。その他、各港でも、民間物流情報シ

ステムの導入や拡大といった取り組みが鋭意、進められております。 

 ６ページ目をお願いします。国内物流ネットワークとの連携強化につきましては、道路、

内航、鉄道と各モードとの連携を進めております。道路アクセスに関しましては、例えば国

際物流基幹ネットワークの形成により、港湾や中央都市間のアクセス強化に取り組んでいる

といったような道路局の取り組み等のほか、内航フィーダーの利用促進や鉄道輸送との連携

についても、地元の方々が一緒になって社会実験等による取り組みを行っております。 

 ロジスティクス機能の構築に関しましては、現在、当方において臨海部物流拠点の形成に
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向けた制度要求等も行っておりますが、もちろん各港湾管理者においても、それぞれ取り組

みを進めているということでございます。 

 以上が各港の取り組み状況の紹介といったところでございますが、これを踏まえて、実際

スーパー中枢港湾、どんなふうに進んでいるかといったところを７ページ目からご説明させ

ていただきます。 

 まず貨物量がどういう状況かということでございますが、外貿コンテナ貨物量は、港全体

で見れば、各港とも目標に向けて、現在のところは順調に推移しているといった状況にござ

います。 

 右側の１ターミナル当たりの取扱量でございますが、これは２００２年から２００５年と

２００６年で使っているターミナルが違っておりますけれども、徐々には伸びてきておりま

す。２００６年現在で、大体一体運営されている１ターミナルという平均的規模で見ますと、

年間４３万ＴＥＵまで拡大しておりまして、引き続き、３バース一体運営ぐらいを目指すと

なれば、１００万ＴＥＵを目指していきたいといったところで、運営規模の拡大を図ってい

こうと考えております。 

 ８ページ目、ここから港湾コストの低減、リードタイムの短縮の考え方についてご説明い

たします。まず最初に、港湾コストのさらなる低減の考え方を簡単にご説明しますと、どう

いうことかといいますと、コンテナ貨物の取り扱いを、例えば１バース１.５倍から２倍、通

常よりも多く取り扱うことによって、なおかつ、それにかかるコスト増を抑えていきたい。

そうしますと、コンテナ１個当たりのコストは低減されます。これを約３割まで、低減まで

目指そうということでございます。 

 どのように貨物量の拡大を図っていくかということでございますが、例えば３バース一体

運営による取り扱い能力の強化や、それから、これから進めていこうとしております臨海物

流拠点の形成等による貨物集荷能力の強化、それから、いろんな港湾管理者等で取り組んで

おりますインセンティブ等により、推進していきたい。それから、コスト増の抑制について

は、もちろんインセンティブ制度というのはコスト増の抑制にも働きますが、そのほかにも、

例えば３バース一体運営に伴うターミナル作業の共同化とか、荷役機械の機動的運用といっ

たようなところも、コスト増の抑制に資するのではないかと考えております。 

 じゃあ、３割という仕組みはどうかというと、もう少しわかりやすく言いますと、例えば

コスト増が１.４倍で、貨物増が２.０倍になれば、単純に分母と分子の関係からすれば０.

７ということで、３割下がりますというレベルで考えております。 
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 ９ページ目をお願いします。これを踏まえまして、現在、どのくらいになっているかとい

うことでございますけれども、最初に申し上げておきますと、ここでの方法は、一定の前提

条件のもとでモデルターミナルについて試算した形にしておりまして、実際のコストという

のは、個々のターミナルの方々がいろんな運営方法やいろんな単価等を使って行っておられ

ますので、異なるということだけはご説明しておきます。その上で試算した結果でございま

すが、２００６年現在のコンテナ貨物量、１バース平均して約２３万ＴＥＵといった量でご

ざいまして、これは２００２年時点で標準的な取り扱いというところから見た場合、約１.

４倍ぐらいに当たります。コスト増については、入港料や施設使用料のインセンティブ制度

といったことを述べておりますが、基本的には貨物量が増加しても、あまりコスト増には直

接影響しない固定的な経費といったものもございますので、これらを踏まえますと、結果と

して約１.２倍ぐらいに抑えられていると想定しております。その結果、コンテナ１個当たり

のコストが約１３％ぐらいの低減の試算となった形でございます。 

 １０ページ目をお願いします。リードタイムについては、既に２００６年３月に関税局の

調査が行われていまして、ここからコンテナ貨物についてのみご紹介しております。順次短

縮されておりますけれども、２００６年現在の状況で見れば、全体で２.１日。週末等、あま

り物流が動かない時間帯を除いた平日のみの取り扱いで見れば、１.１日というところまで短

縮されております。 

 これに関しまして、１１ページ目、最後でございますが、参考としてご覧いただければと

思いますけれども、コンテナターミナルの荷役能率というのを紹介しております。日本は横

浜港を代表に紹介しておりますけれども、既にこういった荷役能率については、海外諸国と

比較しまして、高い能力を日本は既に有しているといったこともございます。このような日

本のターミナルのメリットというのもありますので、これを生かしながら、さらに取り組ん

でいくことも期待できるのではないかということで、参考にご紹介した次第でございます。 

 以上で説明を終わります。 

【分科会長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまご説明いただきましたスーパー中枢港湾施策の進捗状況に関連しまし

て、ご質問、ご意見ございましたら、お願いいたしたいと思います。 

【委員】  すみません。７ページですけれども、１ターミナル当たりの取扱量が２００５

年から２００６年で３０％ぐらい増えている。これは、それまでのターミナルとそれ以降の

ターミナルについてはとり方が違うので必ずしも比較できないと思うのですけれども、全体
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的な荷動きそのものは６％か７％しか動いてないのに、ここだけ３０％も増えているという

のは、何かのとり方でちょっとそごがあるのではないかと思われるのですけど、それが１点

です。 

 それから、８ページ目、２００６年度の、先ほど本牧のＢＣだとか、名古屋の飛島の話が

ちょっと出ていましたけれども、全体的には同じ港湾というのですか、同じ港の中で荷物が

動いているだけなのですね。ターミナルからターミナルに荷物が動いているというのですか、

大きいターミナルができたから、そちらに船が着いて、荷物が動いた。こういう形なので、

どちらかというと、スーパー中枢港湾で、選択と集中ですか、８ページでいうと、国内物流

ネットワークとの連携強化、内航フィーダーの利用促進だとか、こういうものを本来的にや

っていって、こういうスーパー中枢港湾に荷物を集めていくんだ。こういう考え方は実際に

はあるべき話じゃないかなと僕は思っております。 

 それから、３点目として、これとは直接関係ないかもしれませんけれども、今、スーパー

中枢港湾の中で指定されたターミナルで取り扱われている荷物というのは、大体スーパー中

枢港湾の港の中では１０％ぐらいなのですね。この審議会について何度かお話しさせていた

だいていますけれども、既存のターミナルというのは約６２～６３％ぐらい荷物を扱ってい

るわけです。この１０％の荷物を中心になって動かすということも大変大事なのですけれど

も、残った六十何％の、この大きな荷物が動いている既存のターミナルに対しても、早くい

ろんな支援策というのですか、こういうものを考えていくべきじゃないかと思っております。 

【分科会長】  ありがとうございました。事務局から、今３点、質問を含めましてござい

ましたが、補足説明ないしは回答ございますでしょうか。 

【港湾経済課課長補佐】  最初に、７ページ目の右側のところ、確かに同じ色にしており

ますので、このままでいくと、このように増えていくという誤解を生じるような提示の仕方

をしたということは、少し反省しております。申し上げたかったのは、スーパー中枢港湾プ

ロジェクトを開始した当初、基幹航路を利用しているターミナルが平均的には１ターミナル

当たり２７万ＴＥＵぐらい取り扱っているということが事実としてありますと。こういった

ところのターミナルをどんどん、ターミナルの運営規模を拡大していって、コスト・サービ

スも上げていきたいというところがスーパー中枢港湾のねらいの１つとしてございますの

で。２００６年、すなわちスーパー中枢港湾プロジェクトを始めてきたところということは、

その中でも、コスト・サービスに重点的に取り組んでいくようなターミナルをピックアップ

して紹介したところです。例えば横浜の８８万ＴＥＵ、そういったところがクローズアップ
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された形になるかと思いますけれども、３２万ＴＥＵから４３万ＴＥＵに不連続に上がった

形になっております。 

 なお、同じような評価でいったらどうなるかといったら、大体この線形で推移していると

思っていただければと思います。 

【計画課長】  それから、委員からご指摘ございました２点目、３点目についてでござい

ますけれども、当然のことながら、スーパー中枢港湾のねらいは、港の中の貨物をどこかに

集中させることが目的ではございませんで、それはあくまでも高いサービス水準を提供して

いくための１つの過程としてそういうことが起こっているということでございますので、そ

れをてこに海外の荷物をより多く集めていくというふうに展開していくべきものと認識して

おります。 

 それから、スーパー中枢港湾全体の中で、指定されたターミナルの取り扱いは１０％。そ

れ以外の部分についての効率化促進というものも大事ではないかというご指摘も、そのとお

りだと思っております。スーパー中枢港湾政策は、あくまでも基幹航路をいかに我が国につ

なぎとめていくかということを主眼に置いて展開している施策でございますので、その代表

選手には頑張ってほしい。ただ、当然それ以外の近隣諸国とのコンテナなども非常に多いわ

けでございますから、それに対しては、また別途きちっとした対応をしていくということは

当然のことだろうと考えております。 

【分科会長】  ありがとうございます。ほかにご質問、ご意見ございませんでしょうか。 

【委員】  個別の施策について、どういうふうな成果が得られたかということはよくわか

ったんですが、結果として、全体として、総合的に見て、どう評価できるのかという枠組み

が必要になってくるという気がするのですね。特に国家プロジェクトとして推進していこう

というねらいがあるのであれば、国家全体としてこういう施策を打つことによってどういう

便益が生まれてきているのかというのをどこかの時点できちっと整理していく必要があると

思うのですね。個別の情報は随分わかってきたと思いますが。ぜひそういう総合評価という

のですか、あるいは、もっと言えば便益はどこに出てきているのかとか、そういうのを含め

てご検討いただければと思います。 

【分科会長】  ありがとうございます。現在、スーパー中枢港湾政策について施策を実施

している途中でございますが、今やっている施策が終了した時点といいますか、完成してい

った、目標に近づいてきたときに、日本国全体の便益としてはどの程度上がっているんだと

いうふうな評価が必要ではないかというご指摘ですが、これに関連しまして事務局は何かお

- 15 -



 

考えはございますでしょうか。 

【計画課長】  施策の評価をどうしていくのかということですね。もちろん個別のプロジ

ェクトについては、その都度Ｂ／Ｃを計算しているわけですけれども、スーパー中枢港湾全

体としてどういう政策効果が上がっているかということについては、いろんな形での評価を

していく必要があるだろうと思っております。そんなこともございまして、２０１０年を目

標にしてやっておるわけでございますけれども、進捗がどうなっているのか。そして、それ

がどういう効果を生み出しているのかということについて、引き続ききちっとフォローアッ

プしていくことをしていきたいと思っております。 

 また、その過程におきましては、いろいろお知恵を拝借したいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

【分科会長】  ありがとうございます。ほかにご質問、ご意見ございませんでしょうか。

特にございませんか。 

 それでは、引き続きまして、同じく「我が国産業の国際競争力強化等を図るための今後の

港湾政策のあり方」のうち、「目標達成に向けた港湾政策の推進」について、事務局よりご

説明をお願いたします。 

【企画室長】  それでは、資料１－３に従いましてご説明いたします。これは、ことしの

７月５日に今回の諮問の中間報告をいただきまして、その中で、各施策についてきちんと進

捗管理をして、目標を見据えて実施すべきであるということをご指摘いただいております。

それに従いまして現在進めておりますのを整理したものになります。 

 １－３の１ページをまず見ていただきますと、中間報告の中で、特に３年以内に速やかに

実施すべき施策というもの、そして、それによってどういう効果が出て、さらに５年以内に

どういう成果が得られるか。こういった整理を中間報告の中でいただいておりますので、そ

の中に従ってまとめております。３年以内といいますのは、２００８年から３年以内という

ことで、考えている施策をまとめております。 

 １ページ目は、スーパー中枢港湾政策の充実・深化ということで、それぞれにコンテナタ

ーミナルの早期形成、以下、ここにありますような施策を実施し、その結果、施策の効果、

さらに５年以内にめどということで、ここに挙げておりますようなコスト、リードタイムの

短縮、さらにターミナル内の処理時間とか渋滞解消、こういったところについて成果を得た

いということで実施するものになっております。 

 なお、５年以内にめどを得る成果といいますのは、現在、社会資本整備重点計画の策定作
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業が進められておりますが、その中の指標とちょうど合致しているものになります。 

 それから、２ページ目は、さらにスーパー中枢港湾政策以外のさらに３つの部分になりま

す。１つは、地域の港湾におけるアジア物流ネットワークの実現、さらに産業地域経済への

支援、さらに物流シーズ・ニーズに対応した港湾サービスの一層の向上ということで、同様

にまとめております。 

 この点につきましては、現在、制度要求等を行っておりまして、そういった予算、制度に

つきましては、１２月に政府原案がまとまってまいります。そういったものを含めて、この

点につきましては、次回の審議会で詳細についてご報告をしたいと考えております。 

 ちなみに３ページ以降は、それぞれの個別の政策について年度別にまとめたものになりま

すが、これにつきましても、次回で詳細をご報告したいと考えております。 

 説明は以上です。 

【分科会長】  ありがとうございました。それでは、ただいまご説明いただきました資料

１－３に関連しまして、ご質問ないしはご意見ございましたら、お願いいたしたいと思いま

す。 

 目標達成に向けた港湾施策の推進で、特にご意見、あるいはご質問ございませんでしょう

か。 

 もしないようでしたら、議事１の「その他」について、事務局から何かございましたら、

お願いいたしたいと思います。 

【企画室長】  別途、手元に参考資料の１－１というのをお配りしております。先ほど縣

委員から地方分権の話がございました。それについてのご報告になります。今月の１６日に

地方分権改革推進委員会から中間的な取りまとめが出されております。この内容について概

要をまとめたものがこの資料になります。この資料の１ページ目の右上のほうに、この中で

個別の行政分野、事務事業の抜本的見直し、検討というのが出されておりまして、その重点

事項、その他の主な事項、この中に国土交通省関連が入っております。 

 ２ページ目を見ていただきますと、２ページ目の中で、国土交通省関連では、左側に重点

事項で、⑤に道路、⑥に河川、それから右側にその他の主な事項で、⑥に交通。その交通の

中に、港湾管理への関与というのが入ってきております。その中身はどういうものかといい

ますと、３ページ目に、港湾の部分だけを抜粋しております。特にこの部分の下から３行の

部分でありますが、「港湾管理者が自主的・総合的に港湾を管理することができるよう、港

湾計画の審査や公有水面埋立免許の認可等の国の関与を縮小すべきである」。こういうふう
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に言われております。 

 ４ページ目は、港湾計画の策定フロー、さらに５ページ目は、国の認可を必要とする埋め

立ての概要をまとめたものになっておりますが、こういった内容が出ております。 

 １ページ目に戻っていただきますと、今後の予定として、左上のほうにスケジュールをま

とめておりますが、今年度末までに各府省に指示があり、それの報告をする。順次、それ以

降、勧告をするという段階になっております。 

 以上、ご報告になります。 

【分科会長】  ありがとうございました。最近の状況をご報告いただいたわけでございま

すが、これに関連しまして、ご質問等ございましたら、お願いいたしたいと思います。 

 特にございませんでしょうか。 

 それでは、議事１の「今後の港湾政策のあり方」に関する議事はこれで終了させていただ

きたいと思いますが、事務局から今後のスケジュールについて少しご説明いただけますでし

ょうか。 

【企画室長】  お手元の資料の１－４、１枚紙をお配りしております。今回ご審議いただ

いたことも踏まえまして、来年の１月に次回の分科会をお願いしたいと思っております。そ

の中で、先ほどの工程を含めた施策の中で、今後、政府の予算原案の中で決まってくること、

それから、特に今課題として地域の港湾におけるアジア物流など、例えば国際コンテナ物流

において日本海側の港湾の政策をどうするかとか、その他の課題をいただいております。そ

の点につきまして、１月にご審議をお願いしたいと思っております。 

 その後、その時点で、今回の答申案をまとめまして、パブリックコメントを経た後に、３

月ごろを予定に答申をお願いしたいと思っております。 

 また、答申に合わせまして、政府のほうの社会資本整備重点計画にも今回の内容を反映し

たいと思っておりますし、また答申の内容については、フォローアップをできるように体制

を検討していきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

【分科会長】  ありがとうございました。ただいまご説明いただきましたように、来年３

月に答申を取りまとめるスケジュールでございますので、委員各位におかれましては、引き

続き今後ともご議論を賜りますよう、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 それでは、次の議事に入ります前に、今後の港湾政策のあり方についてご審議いただくた

めにご参加いただいております委員の方々が退席されますので、ここで休憩をとりたいと思

います。事務局にマイクをお返しいたしますので、よろしくお願いいたします。 
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【総務課長】  ありがとうございました。長期施策のご審議、ありがとうございました。

次回以降の港湾分科会の案内だけまずさせていただいてご退席のほうお願いいたします。 

 次回の港湾分科会につきまして、先ほど企画室長から申し上げましたように、まず次回、

１月下旬か２月頭ぐらいに開催させていただきたいと考えております。また、その次は、定

例の３月を予定しております。お手元に次回、次々回、２８、２９回の日程調整、ご案内を

させていただいておりますので、ご都合のよろしい日程をご記入いただきまして、事務局ま

で後ほどご返送いただけますようによろしくお願いいたします。 

 それでは、「今後の港湾政策のあり方」に関しまして、ご参加いただいております３名の

委員の方、縣委員、圓川委員、小林委員におかれましては、きょうはどうもありがとうござ

いました。他の委員におかれましては、恐縮でございますが、５分ほど休憩の後、議題の２、

３に移ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。現在２時２９分ぐらい

でございます。３５分ぐらいをめどに再開したいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

                （ 休  憩 ） 

 

【総務課長】  それでは、再開させていただきます。委員１３名中、８名のご出席です。

審議会令第８条の定足数に達しております。議事資料は、この休憩のときにお配りさせてい

ただきました２番、３番、４番の資料でございます。 

 それでは、黒田分科会長、司会進行をよろしくお願いいたします。 

【分科会長】  それでは、再開させていただきたいと思います。本日の議事の２番目でご

ざいますが、地球温暖化に起因する気候変動に対する港湾政策のあり方についてということ

でございますが、まず事務局から資料のご説明をお願いいたしたいと思います。 

【海岸企画官】  海岸企画官の丸山でございます。お手元に資料２－１と書いた諮問文及

び諮問理由と書いたもの、それから、資料２－２というパワーポイントの資料をおつけして

ございます。ただいまから説明させていただく内容につきましては、資料２－１の形で質問

をさせていただいている地球温暖化に起因する気候変動に対する港湾政策のあり方といった

ことにつきまして、この分科会に部会を設置する形でご検討をいただきたいということをご

了承いただくためのご説明でございます。説明は、資料２－２のほうに基づきまして、説明

をさせていただきます。 

 １枚めくっていただきまして、１ページ目をご覧いただければと思います。地球温暖化に
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よる影響といったところでございます。既にご承知のことかと思いますけれども、今年の２

月にＩＰＣＣのほうから地球温暖化についての新たな評価報告書といったものが提出され、

先日了承されているところでございますが、その中で、２１世紀末の地球温暖化の状況、そ

れから海面水位の上昇の状況といったものが予測値として出されてございます。上の右側に

小さな表をつけてございますけれども、いろいろな環境政策のシナリオによっていろいろ変

動はあるわけですけれども、大まかにとらえれば、平均海面上昇が１８センチから５９セン

チの間で２１世紀末には生じる可能性があるといったことでございます。それから、その四

角枠の左側に赤字で書いてありますけれども、熱帯低気圧の強度は増大と書いてありますけ

れども、こういったことによりまして、我が国の台風等による災害というのが非常に増大し

てくるといったことが予想されるところでございます。 

 直接的に顕著な被害の例として挙げておりますのが、その下でございます。私どもにとり

まして最も頭の痛いところは、左側の三大湾のゼロメートル地帯拡大といったところでござ

います。ゼロメートル地帯という言葉、一般的に使われておりますが、工学的な若干の間違

いを許していただければ、要は、必ず１日に１回満潮時があるわけですけれども、その満潮

時に、黙っていれば水没してしまう場所だととらえていただければよろしいかと思いますけ

れども、我が国のゼロメートル地帯につきましては、この三大都市圏にほとんどが集中して

いるという実態でございますけれども、仮にＩＰＣＣの予測によります５９センチの海面上

昇を見た場合には、このゼロメートル地帯が１.５倍に拡大してくるといったところでござい

ます。また、右側でございますけれども、ラフな推測で恐縮ですけれども、仮に水位が１メ

ートル上昇した場合には、我が国の砂浜の９割は消失してしまうといったことが試算されて

ございます。 

 ２ページ目をご覧いただければと思います。ゼロメートル地帯の高潮のリスクといったも

のがどんなものであるのかといったことを簡単にご説明してございます。東京湾の中の、特

に東京都のゼロメートル地帯というのはこういう形で広がっておりますというのが右側の図

でございます。ピンクで書いてありますのが、いわゆるゼロメートル地帯です。それから、

仮に伊勢湾台風級の台風が通過した場合に、水位が上昇して、水位よりも地盤高が低くなっ

ていく場所というのがこの青い場所でございます。いずれにしても、非常にリスクの高い地

域でございますので、さらにそういったところに人口、諸機能が集積してございますので、

海岸堤防等々につきましては、一応整備をされているという状況にございます。ございます

が、ただ、地震が来た場合、特に液状化に対する強度というのが全くもって保たれてないと
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いうのが現状でございまして、起こり得る話といたしましては、例えば水門が閉まらないと

か、ポンプが機能しないとか、そういったことによって被害が来る可能性が非常にございま

す。左側に書いてありますように、台風期に仮に首都直下地震が起こった際には、大規模な

浸水の被害を受ける可能性があるということで、現在さまざまな対策をとっているわけです

けれども、単純に海面が上昇いたしますと、そのリスクが上昇分だけ上がるというふうにご

理解いただければと思います。 

 ３ページ目に、こういったゼロメートル地帯ですので、現在どんな対策をしているのかと

いったことを挙げさせていただいてございます。右の下側にポンチ絵をかいてございますけ

れども、そういった堤防の耐震化でありますとか、あるいは、水門の自動化・遠隔操作化、

あるいはハザードマップの作成等々、そういったことに取り組んできておりますけれども、

こういった取り組みをするために、今後１０年間だけで東京港の中で約１,０００億の予算が

必要だといったこともあり、なかなかはかばかしく進められてないというのが現在の状況で

ございます。 

 ４ページ目をごらんいただければと思います。少し視点を変えまして、そういった災害リ

スクの問題がございますけれども、港湾の政策としてそういった災害リスクに対応していく

といったことのほかに、温室効果ガスの削減のためのさまざまな取り組みに少しでも貢献し

ていくといったことで、さまざまな政策をとらせていただいている。この辺のところにつき

ましては、数年前に環境部会のほうでいろいろとお取りまとめをいただいた中身に従って施

策を推進させていただいているといったところでございます。 

 例を３つほど挙げてございます。１つは、船舶晩のアイドリングストップの推進といった

ことで、船舶のアイドリングストップを進めることによりまして、ＣＯ２の削減をしていこ

うということで、これは既に昨年度、実証実験という形で、実施に向けた取り組みを進めさ

せていただいているといったところでございます。 

 それから、真ん中にさまざまなコンテナターミナル、あるいはユニットロードターミナル

等々の整備によりまして、貨物の陸上輸送距離を削減していくといった取り組みによりまし

て、ＣＯ２の排出量を削減するといったことも貢献できるのかなということでございます。 

 また、緑地自体のＣＯ２の吸収効果といったところも期待できるのではないかということ

で、挙げさせていただいてございます。 

 ５ページ目をご覧いただきたいと思います。いろいろと申し上げましたけれども、こうい

ったことをまとめまして、真ん中に青い、角が丸まった四角が書いてあると思いますけれど
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も、大きくは、港湾の政策として、災害リスクを最小化するということと、それから、気候

変動を緩和するという、この２つの政策の柱が立つのかなと考えておりますけれども、これ

をどういう形で総合的に進めていくのかといったところが必要になっております。特に一番

下の四角に書いてありますが、「中長期的な港湾政策プログラムの検討が急務」と書かせて

いただいております。ＩＰＣＣの報告書自体が、２１世紀末、２１００年の話ですので、そ

ういった観点の中で、どういった時点でどういった対応をしていくのかといったことを長期

的なスパンで今から備えておくといったことが極めて重要なのではないかと考えている次第

でございまして、今回、港湾分科会に防災・保全部会といったものを設置いただき、ご検討

いただきたいといったことでございます。 

 なお、真ん中あたりに「河川との連携」と書いてありますけれども、既にご承知のとおり、

河川分科会のほうでは、治水の観点から同様の検討がされておりますので、そういったとこ

ろと連携しながら、結論を得ていきたいといったことで考えてございます。 

 ６ページ目に分科会の検討案といったものを載せさせていただいております。一番下に「検

討スケジュール（予定）」といったところを挙げさせていただいてございます。ご検討につ

きましては、平成２０年度いっぱいを目途にご検討いただきたいと考えておるわけでござい

ますけれども、来年、洞爺湖サミットがあるということ等々を考えますと、来年の夏ぐらい

には中間的な取りまとめを行っていただきたいといったようなことを考えておるわけでござ

います。 

 ７ページ目に、今申し上げたことを挙げておりますけれども、こういった形でご審議を賜

れればと考えております。よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

【分科会長】  ただいま事務局からご説明がございました。本分科会に防災・保全部会を

設置し、「地球温暖化に起因する気候変動に対する港湾政策のあり方」について議論を行っ

ていきたいということでございますが、これに関連してご意見、ご質問がございましたら、

お願いいたしたいと思います。 

【委員】  ゼロメートル地帯はもちろんですが、一般に整備すると、ウォーターフロント

とか、そういうところをこういう問題についてどうするんだということをよく言われる。例

えば横浜で赤レンガ地帯の整備をしましょうと。いずれ水没するところ、まあ、水没しない

のですけれども、普通の人から見るとそういうことを一体どうするのと。海面が上がるのに

何にも手当てしなくて、これからそのまま使っていくのかという類のことがあるのです。何
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が言いたいかというと、ターゲット、三大港湾のゼロメートル地帯という一番重要な問題だ

けじゃなくて、港湾政策全体でそういうことにまともに対応するのか。あるところだけは確

実にやっておくのか。その辺の基本的なスタンスもぜひクリアにしていただければいいかな

と思います。 

【分科会長】  ありがとうございます。今の先生のご意見に対して、事務局ではどういう

ふうに考えられますか。 

【海岸企画官】  今回のご検討をお願いするに当たりまして、事前にいろいろな形で検討

してございます。１つの例を挙げますと、今、中央防災会議のほうで大規模水害対策といっ

たことでご検討されておりますけれども、その中では、東京湾ではあるんですが、東京に限

らない形で、いろいろな形でシミュレーションをご提供させていただいている。そんな中で、

赤レンガ自体はどうだったか覚えてないのですけれども、随所に若干問題のある場所が出て

きております。今回の検討は、そういったものを集めまして、多分全体として一般論でどう

していきましょうといったことを整理することも重要ではあるのですが、単純に日本全国の

堤防を６０センチかさ上げをしましょうといったことでは、多分国民的な理解は得られない

と思いますので、そこにどういう濃淡をつけるのかといったところが非常に大きな課題だと

思っておりますので、地域を三大湾に限りますと申し上げるつもりはないのですけれども、

ただ、やっぱり地域的なものも含めて濃淡というのは当然出てくるのではないかと考えてご

ざいます。 

【分科会長】  ありがとうございます。ほかにこの部会設置に関連しまして、ご意見ござ

いますでしょうか。特によろしいでしょうか。 

 ほかにご意見、ご質問がないようでございますので、事務局からご説明いただきました案

に沿って、本分科会に防災・保全部会を設置するとともに、「地球温暖化に起因する気候変

動に対する港湾政策のあり方」につきまして、防災・保全部会に対し付託し、集中的・専門

的な議論をすることにしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

              （「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  ありがとうございます。ご異議がないようでございますので、防災・保全

部会の設置及び「地球温暖化に起因する気候変動に対する港湾政策のあり方」を防災・保全

部会に付託することについて承認させていただきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、本日の議事の３番目でございますが、港湾計画の審議のほうに入りたいと思い
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ます。本日は、改訂の案件が３件、一部変更の案件が５件ございます。まず改訂の案件につ

いて、それぞれご審議をお願いし、その後、一部変更の案件のご審議を一括してお願いして

まいりたいと考えてございます。 

 それでは、中国地方整備局の方、ご入室をお願いします。 

            （中国地方整備局、山口県 入室） 

【分科会長】  それでは、港湾計画の改訂について審議に入りたいと思います。１件目で

ございますが、三田尻中関港の港湾計画について、事務局から資料のご説明をお願いいたし

ます。 

【港湾計画審査官】  計画課、大脇でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず１件目でございます。三田尻中関港の港湾計画の改訂でございます。これにつきまし

てご説明を申し上げます。本日、関係者といたしまして、中国地方整備局から上田港湾空港

部長、小林技術審査官、西田宇部港湾事務所長が出席しております。また、港湾管理者であ

ります山口県からは、堀江港湾課長にお越しいただいております。 

 それでは、内容をご説明申し上げます。お手元の資料３－１をご覧いただきたいと思いま

す。それから、前方左手のスクリーンのほうには、ご説明をさせていただきますところの場

所を航空写真で指し示させていただきたいと思っておりますので、必要に応じまして、見比

べながらお話をお聞きいただければと思っております。 

 三田尻中関港でございますけれども、山口県の瀬戸内海沿岸の中央部に位置する重要港湾

でございまして、昭和３９年に周南工業整備特別地域に指定され、昭和５８年には港の直背

後に自動車工場が進出するなどしまして、工業港として発展している港でございます。近年

は特に完成自動車の輸出が非常に増加しておりまして、自動車航送船が数多く入る港になっ

てございます。また、あわせまして、外貿コンテナ貨物も取り扱いが増加をしつつあるとい

った港湾になってございます。 

 １ページおめくりいただきまして、２ページをご覧いただきたいと思います。このページ

には、今回の港湾計画の改訂に当たりましての将来の貨物量の見込みをまとめてございます。

従来の港湾計画につきましては、平成１２年を目標にして平成２年に改訂したものでござい

ましたけれども、今回の港湾計画につきましては、約１０年後の平成３０年代前半をターゲ

ットにした港湾計画としております。このグラフをご覧いただければおわかりいただけます

ように、平成１２年ごろから完成自動車の輸出が急増しております。さらに平成１４年ごろ

からは、先ほども申し上げましたけれども、自動車部品を中心に外貿コンテナの取り扱いも
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伸びてきているという状況になってございます。今回ターゲットにしております平成３０年

代前半におけます貨物量でございますけれども、平成１７年、直近でございますが、こちら

の実績値よりも約１０％程度の増加を見込んだ７７５万トンというのを見込んでございま

す。 

 もう１枚ページをおめくりいただきたいと思います。今回の計画改訂の方針でございます。

大きく地区が、この図で左側中央にありますが、中関地区、それから、右上のほうに当たり

ますけれども、三田尻地区と、大きく２つの地区が分かれておりますが、中関地区では、完

成自動車の積み出し、それからコンテナを扱っておりますけれども、こちらの公共埠頭の機

能強化、それから、後ほどご説明申し上げますけれども、臨港道路の通過交通とそれを横断

する貨物車両の問題を解消するといった課題に対応することを検討しております。 

 それから、右上のほうの三田尻地区でございますけれども、こちらでも、点線で青く囲っ

ております地域防災機能の強化とか、交流機能の強化と書いております、この辺の埠頭でご

ざいますけれども、同じ埠頭の中で、ここは完成自動車の積み込みでございますけれども、

完成自動車と砂じゃりが、近接する埠頭で扱われておりますので、こういったものの分離、

それから、市街地に非常に近接した場所でございますので、市民、来訪者が楽しめる交流空

間の形成といったものをここで実現しようというのが課題でございます。 

 それから、従来より検討されておりました人工島の計画がございます。これはちょうど中

央右手のほうの赤い点線で囲った部分でございますけれども、こちらも、物流機能の拡充に

伴いまして発生します浚渫土砂の処分場の確保といった課題もございます。こういった問題

にも対処するように人工島の計画、これも一部見直してございます。そのほか、大規模地震

対策、港の中の静穏度の確保といったような課題に対応するといったことで、計画の改訂の

方針を設定してございます。 

 ページをおめくりいただきまして、４ページをご覧いただきたいと思います。中関地区で

ございますけれども、先ほども申し上げましたように、完成自動車の取り扱いが非常に増え

てございます。こちらの自動車専用船、ＰＣＣ船の利用に適切に対応するために、１２メー

トルの岸壁を１バース追加して公共埠頭を拡大するという計画にしてございます。このペー

ジの中央にございます図の中の埠頭用地７.８ヘクタールと書いてございますが、こちらの岸

壁を延長するということでございます。具体的な写真としましては、左下に船が着いている

ところがございますが、この水面になっている手前側、こちらに岸壁を増設する、拡大する

という計画にしてございます。それから、この写真の下のほうにお示しをしてございますけ
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れども、この埠頭用地と直背後のモータープール、この間は臨港道路が通っております。こ

の臨港道路、一般の車両も混入しますので、危険であるということもございまして、これを

埠頭内道路みたいな形で使うということにしまして、この道路を、真ん中の図にございます

けれども、「臨港道路の付け替え」とお示しをしてございますけれども、このモータープー

ルの背後のほうに臨港道路をつけかえて、その対策としていきたいという計画にしてござい

ます。 

 次のページをおめくりいただきたいと思います。もう一つは三田尻地区でございますけれ

ども、三田尻地区につきましては、冒頭申し上げましたけれども、埠頭用地の一部を大規模

地震の緊急用などにも活用できる緑地に変更いたしまして、前面には人工海浜なども配置す

るとともに、７.５メートルの耐震強化岸壁を配置するという計画にしてございます。先ほど

申し上げましたとおり、このページの左手にございますように、現在、この埠頭では砂じゃ

りと完成自動車が隣接して取り扱われてございます。こういったものを分離するということ

のために、この計画図の中央にございますような人工島、これはしゅんせつ土砂を処分する

といったことで増設するわけでございますけれども、こちらに砂じゃりの扱いを移転させて

いきたいという計画にしてございます。 

 ６ページ目をごらんいただきたいと思います。そのほか、冒頭申し上げましたように、港

内の静穏度の向上につきまして、いろんな要望、あるいは現状の静穏度の確保の問題、それ

から放置艇対策の問題、こういったものもございますので、そういった施設を適切に配置す

るといった計画になってございます。 

 以上が三田尻中関港の港湾計画の改訂の内容でございます。 

 中国整備局のほうから、既に開催されております地方港湾審議会での審議の概要について

ご説明をお願いしたいと思います。 

【中国地方整備局】  中国地方整備局の上田でございますが、地方港湾審議会での審議の

概要につきましてご報告させていただきます。 

 去る１０月９日に開催されました第１１回山口県地方港湾審議会三田尻中関港部会におき

ましては、本計画が審議されまして、物流機能の拡充・強化、交流・環境機能の強化を中心

に議論されたところでございます。 

 まず物流機能の拡充・強化につきましては、新たに位置づけるマイナス１２メートルの自

動車専用船対応岸壁などに関する説明の後、三田尻中関港において、外貿コンテナ貨物取扱

量が伸びていることから、企業ニーズを踏まえたコンテナヤードの整備、及び事業の早期実
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現に強い期待が寄せられました。 

 次に、交流環境機能の強化につきましては、歴史・文化の集積を生かした市民の港として

の実現や干潟による環境機能について議論がなされました。三田尻中関港は、昭和３４年に

重要港湾に指定され、完成自動車を中心とした外貿貨物等の輸送拠点として、また、地域の

活力と市民への潤いを与える場としての役割が期待されております。中国地方整備局といた

しましても、背後県の産業の国際競争力に強化と港湾における快適な環境の創出等につなが

る施設整備を早期に実現するため、積極的に支援してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

【分科会長】  ありがとうございました。それでは、ただいまご説明いただきました三田

尻中関港の港湾計画につきまして、ご意見、ご質問を賜りたいと思います。よろしくお願い

します。 

 ご質問、ご意見ございませんか。 

 ご質問、ご意見がないようでございましたら、答申案についてお諮りを申し上げたいと思

います。 

 答申。三田尻中関港。「国土交通大臣に提出された三田尻中関港の港湾計画については、

適当である」という答申でよろしいでしょうか。 

              （「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  ありがとうございます。それでは、三田尻中関港の港湾計画答申につきま

して異議がないようでございますので、答申案のとおりとさせていただきます。地方整備局、

山口県の皆さん、どうもお疲れさまでございました。ありがとうございました。 

            （中国地方整備局、山口県 退出） 

            （九州地方整備局、宮崎県 入室） 

【分科会長】  それでは、関係者がおそろいのようでございますので、引き続きまして、

油津港の港湾計画について、事務局からご説明をお願いいたします。 

【港湾計画審査官】  それでは、油津港の港湾計画につきまして、ご説明申し上げます。

本日は関係者といたしまして、九州地方整備局から佐藤副局長、鈴木港湾空港部長、西園港

湾計画課長、加藤宮崎港湾・空港整備事務所の所長、それから、港湾管理者の宮崎県さんか

らは今西副参事、蓑方主幹においでいただいております。 

 それでは、資料３－２をご覧いただきたいと思います。油津港の港湾計画の改訂につきま

してご説明を申し上げたいと思います。 

- 27 -



 

 まず表紙の１ページ目をご覧いただきたいと思いますが、油津港につきましては、この右

下の地図にお示ししていますように、宮崎県の南部、日南海岸に位置する重要港湾でござい

ます。昔から飫肥杉の出荷、あるいはマグロの水揚げといったことで栄えた天然の良港でご

ざいます。平成１０年に東地区の埠頭が供用開始をしておりまして、現在、木材のチップ船

の取り扱い、それから、韓国との定期コンテナ航路が開設されております。また、定期のＲ

ＯＲＯ航路の開設もございまして、取扱量も増加しているといった状況でございます。 

 また、写真に左手にもお示しをしておりますように、こういった大型のクルーズ客船が寄

港したり、あるいはこの背後のほうでは、運河がございますけれども、堀川運河のプロジェ

クト、こういったものも進められている港でございます。 

 もう１ページおめくりいただきたいと思います。港湾の取扱貨物量でございますけれども、

今回の計画につきましては、約１５年後の平成３０年代半ば、具体的には平成３４年ごろに

なりますけれども、これを目標の年次としてございます。貨物量につきましては、この近辺

に製糸工場がございますが、製糸工場向けの木材のチップを搬入しまして、製品としまして、

紙あるいはパルプ、こういったものの輸出、あるいは移出といったもので取り扱いの貨物量

が増加してきてございます。 

 一方、平成１０年に東地区の埠頭が供用開始をしまして、韓国との定期航路も増えてござ

いますけれども、先ほど申し上げましたように、定期のＲＯＲＯ航路、特に関東地方との定

期のＲＯＲＯ航路が開設をされて以来、コンテナ、特に内貿ユニットロードの貨物量が増加

傾向にございます。外貿のコンテナ貨物につきましても、近くに立地しております製材会社

の増産計画もございまして、韓国への木製品の伸びというのも期待されております。また、

先ほど申し上げましたように、ＲＯＲＯ貨物としての紙製品の輸出といったものを中心に伸

びが期待をされてございます。 

 こういったことを反映しまして、目標年次の平成３０年代半ばにおきましては、トータル

の貨物量としまして、約２７０万トンに設定しております。そのうち、外貿の貨物としまし

ては、下の青い線で引いておりますけれども、８０万トン。それから、内貿貨物につきまし

ては１９０万トンというふうに設定してございます。 

 もう１ページおめくりをいただきたいと思います。今回の油津港の港湾計画の改訂の方針

でございますけれども、３ページには、ゾーニングの図をお示ししてございます。まず物流

機能についてご説明いたしますと、この図の右上の点線で囲った丸いところでございます。

先ほど来から申し上げております東地区でございますけれども、ここでは、今後増加が見込
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まれます内貿ユニットロード、これに対応するといったこと、もう一つは、この中でのＳＯ

ＬＡＳ条約に基づきます港湾保安のエリア、これに関します内貿と外貿の混在を解消すると

いったことを対応しようといった方針でございます。 

 もう一つは、このすぐ隣の左側でございますが、大節地区というのがございますが、こち

らが住居地と危険物取扱施設用地が隣接しておる状況でございますので、この状況を解消す

るための危険物取り扱いの再配置、具体的には右下に西地区とございますが、ここに赤、緑、

青の色がついておりますが、こちらに移設をするといったことを考えてございます。 

 それから、２点目でございますが、大規模地震への対応といったことでございまして、後

ほどご説明しますが、先ほどの東地区で新たにＲＯＲＯ岸壁、９メートルを位置づけしてお

りますけれども、こちらを耐震強化岸壁として位置づけるということを考えております。 

 それから、プレジャーボート対策ということでございますけれども、この漁港地区、西地

区のすぐ左手でございますが、漁港地区の右手のほう、こちらでプレジャーボートと漁船が

混在するトラブルも発生しておると聞いてごさいますけれども、これらに対応するための施

設を配置するといったことでございます。 

 もう１ページおめくりをいただきたいと存じます。東地区の変更の概要でございます。先

ほど申し上げましたように、東地区に水深９メートルの耐震性強化をした内貿ＲＯＲＯ用の

ターミナル１バース、これの増設を計画してございます。これによりまして、内貿ユニット

ロードの貨物に対応しますとともに、先ほど申し上げましたような埠頭保安制限区域、ＳＯ

ＬＡＳ条約の制限区域によります内貿と外貿の混在といったものを分離ができまして、この

問題も解決できるということでございます。 

 それから、この背後には緑地も配置してございますので、この耐震バースを活用して、大

規模地震時の避難、あるいは緊急物資等の受け入れといったことに活用できる地域と認識し

てございます。 

 ５ページ目をおめくりいただきたいと存じます。これも先ほど申し上げました大節地区か

らの危険物の移設先の計画でございます。西地区でございます。中央に危険物を取り扱う埠

頭用地並びに泊地の計画をしてございます。その左手、緩衝緑地を挟みまして、小型の桟橋

３基、プレジャーボート対策用に計画してございます。 

 ６ページをお開きいただきたいと思います。６ページ目には、今ご説明しました西地区周

辺での従来の港湾計画に位置づけられた埋立計画がございます。危険物の取り扱い施設用地

を中心にわりと規模の大きな埋立計画を持ってございましたけれども、この計画がされて以
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降、実はこの背後で、近辺で企業活動をされている製糸会社等の燃料、当初は重油が増大す

るであろうという見込みを立ててございましたけれども、タイヤチップへのエネルギー転換

といったようなこともございまして、これほどの埋立地が当面必要がないということでござ

いますので、この計画を削除して、将来の保留空間として確保するといった計画にしてござ

います。 

 また、右下のほうのマリーナ計画、山王地区でございますけれども、これにつきましても、

現状の海洋性レクリエーション事業の状況に照らしまして、これも削除しているという状況

でございます。 

 以上、油津港の港湾計画の今回の改訂の内容でございます。 

 それでは、九州地方整備局から地方港湾審議会での審議の概要についてご説明をお願いい

たします。 

【九州地方整備局】  九州地方整備局の副局長の佐藤でございます。 

 それでは、１０月３日に開催されました宮崎県港湾審議会における議論についてご報告さ

せていただきます。宮崎県港湾審議会におきましては、物流機能の充実・強化、及び地域に

安心と安全をもたらす防災機能の強化、これを中心に審議がなされました。 

 １点目の物流機能の充実・強化につきましてですが、港湾施設の狭隘化による埠頭の利用

効率の低下について議論がなされ、今後の港湾取扱貨物量の増加に対応した内貿ユニットロ

ード埠頭整備に対する期待が示されたところでございます。 

 ２点目の地域に安心と安全をもたらす防災機能の強化につきましては、東南海・南海地震

などの大規模地震対策としての耐震強化岸壁と背後地の整備、これに対する要望がございま

した。また、津波来襲時における港内の安全性及びその対策について活発な議論がなされた

ところでございます。 

 油津港でございますけれども、製糸工場をはじめとする周辺立地企業の原材料や製品を取

り扱う工業港として、宮崎県南地域の経済を支えてまいりました。近年では、歴史的価値の

高い堀川運河において、石積み護岸の保存・再生などの港湾環境整備にも努め、観光をはじ

めとした地域活性化についての取り組みが活発になされている港湾でございます。九州地方

整備局といたしましても、物流及び防災機能の充実・強化に加えまして、地域活性化に貢献

する油津港の発展に向けて、積極的に支援してまいりたいと考えておりますので、ご審議よ

ろしくお願いいたします。 

【分科会長】  ありがとうございました。それでは、ただいまご説明いただきました油津
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港の港湾計画に関係しまして、ご質問、ご意見を賜りたいと思います。 

【委員】  若干個人的な趣味の質問で恐縮です。油津というのは、港湾の緑地といっても、

普通の港で、周りの人が来るというよりも、もう少し歴史的な資源で、かつて飫肥とセット

になった、そういうところだと思うのですね。もう長いこと僕は行ってないのですけれども、

工事が始まったころを見ていますと、ただ緑地をつくって、レストランがあるわけでもなし

というので、それでちゃんと公益の観光地の１つの基幹になるのかなという印象をかつて持

ったことがあります。今日は港湾計画の改訂ですからいいのですが、地元の観光政策だとか、

今回観光関係のいろんな制度改革が行われるときに、こういうところは何か手だてを、そう

いう緑地としてうまく使っていくような手だてがあり得るのかどうかという、それが１つの

質問です。 

 もう一つは、中国が材木を輸出してはいけないというので、九州から割りばしの材料、間

伐材、逆輸出しているとかという話が新聞で報道されたことがあるのですけれども、この港

はそういう役割は果たしているのでしょうか。両方とも、今日の本質的な話じゃなくて恐縮

です。 

【港湾計画審査官】  港湾管理者さん、宮崎県さんのほうから、その辺の地元の状況につ

いてご説明をいただければと思います。 

【宮崎県】  宮崎県港湾課の副参事をしております今西と申します。今ご質問にありまし

た地元の緑地等の活用の考え方でございますけれども、今、港湾計画の説明の中にもありま

したように、堀川運河を中心にしまして、日南市が独自にですけれども、それを中心にした

周辺の緑地も含めまして活用計画を立てております。それとタイアップしながら、改訂計画

も進めてまいりまして、十分地元の方のご意見も聞きながら計画を立てておりますので、今

後港湾管理者といたしましても、日南市への支援とか、また、タイアップして共同作業をし

ていきたいと思っております。日南市は特にそのあたりの活性化といいますか、これを目玉

に油津港を位置づけておりますので、そのあたりは今後期待できるかなと思っております。 

 それから、木材の活用ということでございますけれども、今回は、この地区としまして、

ご存じのとおり、王子製紙が大きな企業として入っておりますけれども、またそのあたりの

貿易等の情報とかも逐一、県も、観光といいますか、商工部局もございますので、そちらと

のタイアップもしながら、情報交換しながらやっていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

【港湾計画審査官】  若干補足させていただきますと、先ほどもご説明ございましたけれ
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ども、特に緑地の運河のほうでございますが、本年の４月に運河の魅力再発見プロジェクト

ということで、第１次に認定されました全国８港のうちの１つでございます。油津港につい

てはそういうことでございまして、また、みなと振興交付金といったこともご活用いただい

て、整備をしてございます。この資料の表紙にございますように、左中央に夜の写真がつい

ておりますが、これも地元産の飫肥杉でつくられた屋根つきの歩道橋といいますか、橋でご

ざいます。最近オープンしたものでございます。 

【分科会長】  ほかにご質問、ご意見ございませんでしょうか。 

【委員】  私も質問ですけれども、東地区の埠頭用地との間の緩衝緑地、既存の整備がさ

れていると思いますが、どのような整備がなされているのか教えてください。またこのたび

の港湾計画で、臨港道路が０.１ヘクタール増えるということで、緑地の西地区の背後地と西

地区の間に計画されている道路が既存の道路より幅員が随分狭いように見受けられます。こ

の利用を教えてください。 

【港湾計画審査官】  東地区の背後の緑地でございますけれども、こちらにつきましては、

基本的にオープンスペースになるような緑地として整備がなされてございます。 

 それから、この漁港地区、あるいは西地区への道路でございますけれども、幅員のほうを

確認します。こちらの道路につきましては、幅員は従来の計画と変えてございませんで、幅

員は同じ計画の扱いにしてございます。 

【分科会長】  よろしいでしょうか。 

【港湾計画審査官】  片側１車線のトータル２車線の道路を整備してございます。 

【委員】  地図では既存の道路より半分くらいの幅員になっています。既存の道路幅と同

様にしたほうが使いやすいのではないでしょうか。 

【港湾計画審査官】  すみません。図の表記がそのようになっているかもしれませんけれ

ども、必要な幅員は確保する計画にしてございます。 

【分科会長】  よろしいでしょうか。港湾管理者さんから何か補足説明ありますか。 

【宮崎県】  すみません。宮崎県です。先ほどの木材関係の輸出関係の件で補足させてい

ただきたいと思います。現在、油津港におきましては、といいますか、宮崎県は木材、中で

も杉の木材が非常に豊富な県でして、杉の生産が全国的にもずっとトップクラスであるので

すが、今現在は、県南地区においては加工業が盛んでして、今、韓国に向けて木材を住宅用

として出すような動きが既に始まっております。 

【分科会長】  ほかにご質問、ご意見ございますでしょうか。特にございませんか。 
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 特にこれ以上、ご質問、ご意見がないようでございますので、答申案についてお諮りをい

たします。 

 答申。油津港。「国土交通大臣に提出された油津港の港湾計画については、適当である」

これでご異議ございませんでしょうか。 

              （「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  ありがとうございます。ご異議がないようでございますので、答申案のと

おりとさせていただきたいと思います。九州地方整備局さん、宮崎県の皆様、ご苦労さまで

ございました。 

            （九州地方整備局、宮崎県 退出） 

          （北海道開発局、苫小牧港管理組合 入室） 

【分科会長】  それでは、引き続きまして苫小牧港の港湾計画について、事務局からご説

明をお願いいたします。 

【港湾計画審査官】  それでは、苫小牧港の港湾計画につきましてご説明を申し上げます。

本日、関係者としまして、北海道開発局から山口港湾空港部長、川合港湾計画課長、魚住港

湾企画官、梅沢苫小牧港湾事務所長が出席しております。また、港湾管理者、苫小牧港管理

組合からは、平澤施設部長にご出席をいただいてございます。 

 それでは、資料の３－３を使いましてご説明を申し上げたいと思います。 

 苫小牧港につきましては、皆様ご案内のとおり、北海道の南西部の太平洋側に位置します

特定重要港湾でございまして、東港区と西港区の２つの港区に大きく分かれてございます。

２００５年の貨物量でいきますと、総貨物量では全国４位、内貿貨物の量としましては全国

１位といった状況になってございます。苫小牧港につきましては、本年の３月にも外貿コン

テナターミナルを西港から東港区へシフトするといった件につきましてご審議をいただきま

して、決定しているところでございますけれども、今回は、苫小牧港の全体につきまして、

約１０年後の平成３０年代前半を目標にする計画の改訂でございます。従来の港湾計画につ

きましては、平成７年の苫小牧東部開発新計画、これを踏まえました計画、特に東港区を中

心に位置づけたものでございますけれども、今回はその後の１０年ごとに見直される苫東計

画、これの段階計画の目処が立ったということもございまして、それを踏まえた港湾計画の

改訂としてございます。 

 １枚資料をおめくりいただきたいと思います。取扱貨物量の推移と目標値をお示ししてご

ざいます。今回の苫小牧港の計画目標値でございますけれども、平成３０年代前半に、全体
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の貨物量としまして、１億１,１８０万トン、直近の平成１６年と比べますと、約１割の増加

といった貨物量を見込んでございます。それから、外貿貨物でございますけれども、外貿貨

物につきましては、このグラフの一番下のところにお示ししていますように、トータルで２,

２２０万トン、このうち、コンテナは３０万ＴＥＵを扱うというふうに予測してございます。

この規模につきましては、平成１６年と比べまして約３割増える状況でございますけれども、

その増分の要因につきましては、専用の石油関係、原油等の取り扱いといったものを見込ん

でございます。以前、先生方ご存知だと思いますが、タンクの火災事故がございましたが、

その事故の前の水準に戻るといったことを見込んでございます。このうち、外貿コンテナに

つきましては、先ほど申し上げました３０万ＴＥＵを見込んでございまして、現状と比べま

すと、約１.６倍になろうかと考えてございます。また、内貿貨物につきましては、このグラ

フでお示ししていますように、微増といったところで推移するだろうと見込んでございます

けれども、このうち、特にフェリーからＲＯＲＯ船への貨物の転換を見込んでございます。 

 次のページをおめくりいただきたいと思います。今回の苫小牧港の港湾計画改訂の方針で

ございますけれども、まず左手に書いてございますように、物流、交流、環境、安全とござ

いますが、これらに対応して、右の四角のところにありますように、まず大型のバルクバー

ス、リサイクルポート、こういったものの機能を強化するといったことで、図の下の写真の

右のほうに書いてございますが、東港区の弁天地区、こういったところでの対応を考えてご

ざいます。 

 それから、内貿ユニットロードターミナルにつきましても、機能の再編と強化、これを西

港区の本港地区、並びに東港区の浜厚真地区で対応するという計画にしてございます。 

 それから、外貿コンテナ貨物につきましては、冒頭申し上げましたように、西港から東港

へのシフト、これにつきましては、３月にご審議をいただいたところでございますが、東港

区の弁天地区に集約移転をするということで計画をしてございます。 

 また、地域防災拠点の形成ということで、本港地区での耐震強化岸壁を確保するといった

ことも計画の中に盛り込んでございます。 

 また、緑地、あるいは臨港道路につきましても、従来のとおりの交流拠点の確保、並びに

道路につきましても、後ほど若干出てまいりますけれども、必要なところの臨港道路の追加

計画といったものも併せて計画してございます。 

 ４ページをご覧いただきたいと思います。冒頭申し上げましたとおり、今回の計画の改訂

でございますけれども、苫東計画の１０年に一度の段階計画の見直しといったものを踏まえ
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てございます。ただ、今回の段階計画につきましては、従来のマスタープランを踏襲しつつ

も、優先的な開発地区や、あるいは優先的な誘致産業の分野、これを示すといったところに

とどまっておりまして、従来のような具体的な生産規模、あるいは定量的な目標値を示す内

容とはなってございません。したがいまして、今回の港湾計画の改訂に当たりましては、港

湾サイドから見てもかなり確実な、確度の高い産業分野をベースに需要推計をしてございま

す。この下のところ、写真にいろんな絵を入れてございますけれども、ここにお示ししてい

ますような自動車関連産業、あるいは石油関連産業、リサイクル関連産業、こういったもの

を中心に需要推計を行っておりまして、従来計画されていた施設を大きく見直してございま

す。具体的にはＪＲの日高本線、この写真の中に点線で入れておりますのがＪＲの日高本線

でございますけれども、こちらも当面、移設をするという計画になってございませんので、

こちらから海側に施設が全部配置できるようにといったことも配慮して、計画を位置づけて

いるといった次第でございます。 

 次の５ページ目をご覧いただきたいと思います。具体的には、東港区で幾つか写真をつけ

てございますけれども、真ん中の図でいきますと、中央の赤いところ、右下のほうに引き出

しがしてございますけれども、こちらが、先ほど来申し上げています、本年３月に移設をご

審議いただきましたコンテナバース、コンテナも扱う多目的国際ターミナルのバースを計画

している場所でございます。１４メートルのコンテナバース１つ、それから、耐震強化の多

目的国際ターミナル１つという計画を位置づけてございます。 

 それから、左側でございますけれども、左側の東港区の弁天地区でございますが、この弁

天埠頭におきましては、リサイクル関係の金属くずを中心に扱う１０メートルの岸壁と、石

炭を中心に扱います１４メートルの埠頭を計画してございます。特に金属くずにつきまして

は、左中段につけてございますように、金属くずの取扱量というのはかなり増加するであろ

うと見込まれてございます。それから、右上の写真につけてございます、東港区の一番東側

でございますけれども、周文埠頭、こちらにつきましては、９メートルのフェリーとＲＯＲ

Ｏ船も扱えるターミナル、１つは、ＲＯＲＯ船を扱える９メートル岸壁、これを２バース計

画しているという状況でございます。 

 次のページをお開けいただきたいと思います。６ページでございます。６ページにつきま

しては、まず入船埠頭の１４メートル岸壁、左下の写真の右のほうに１４メートル、２８０

と書いてございますが、こちらで従来コンテナを扱っておりましたが、こちらにつきまして

は、先ほど申し上げましたように、コンテナの扱いを東港区へ移転いたしますので、その後

- 35 -



 

は、ＲＯＲＯ船、それから特に製材の輸入を取り扱う船が着岸する岸壁として利用を考えて

ございます。 

 そのほか、西港区につきましては、水深９メートルのＲＯＲＯ岸壁を主体にした再編を考

えてございます。 

 それから、左手のほうでございますけれども、左下の写真の奥のほうでございます。耐震

強化岸壁と書いてございますけれども、こちらにつきましても、９メートルのＲＯＲＯ岸壁

を耐震強化岸壁と改良するということを位置づけてございます。この岸壁とそのすぐ横にご

ざいます緑地、工事中となってございますけれども、この避難緑地、あるいは緊急物資の積

み込みのできる緑地というふうにも活用できる緑地、これとあわせて大規模地震対策を盛り

込んでいるということでございます。 

 以上、苫小牧港の港湾計画の概要につきましてご説明を申し上げました。地方港湾審議会

の概要につきまして、北海道開発局からご報告をお願いいたします。 

【北海道開発局】  北海道開発局の山口でございます。それでは、地方港湾審議会での審

議の概要についてご説明させていただきます。去る９月２７日、苫小牧港地方港湾審議会に

おきまして、国際・国内輸送ネットワークの拠点としての機能強化、並びに、安全・安心で

信頼性の高い港湾空間の形成を中心といたしまして、苫小牧港港湾計画改訂についての審議

がなされております。 

 １点目の国際・国内輸送ネットワーク拠点としての機能強化につきましては、近年の苫小

牧港におけるコンテナ取扱貨物量の増大から、現在の西港区入船埠頭のコンテナターミナル

が狭隘化しており、コンテナターミナルの西港区から東港区への移転・拡充を図ること。ま

た、西港区で分散されております内貿ユニットロードターミナル機能の再編と東港区への機

能展開による強化を図ること。さらには、十分な背後ヤードを備えた公共のバルクバースが

未整備であることから、バルクバースの機能強化を図ることについてご理解をいただいたと

ころでございます。 

 ２点目の安全・安心で信頼性の高い港湾空間の形成につきましては、現在、苫小牧港には

耐震岸壁がないことから、東港区及び西港区のそれぞれにおいて大規模地震対策を推進する

こと。ポートサービス船の大型化及び漁船等の安全かつ効率的な利用に対応するための小型

船だまり機能の強化についてご理解をいただいたところでございます。 

 審議の結果、本計画に対し、異議なく全員一致で妥当であるという答申がなされたことを

ご報告申し上げます。これまで苫小牧港は、北海道全体における物資流通及び産業経済の拠
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点としまして重要な役割を担ってまいりました。今後とも、これらの機能を強化することに

よって、発展するアジア経済圏に北海道を組み込む要となる港づくりに向けまして、所要の

整備が図られるものと考えております。現在、新たな北海道総合開発計画の策定に向けた検

討が進められております。この中でも、北海道が東アジアとともに成長していくために苫小

牧港が果たす国際物流機能としての重要性が位置づけられようとしているところでございま

す。北海道開発局といたしましても、このような苫小牧港の役割を果たすための機能強化が

早期に実現されるよう積極的に支援してまいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

【分科会長】  ありがとうございました。それでは、ただいまご説明いただきました苫小

牧港の港湾計画に関しまして、ご質問、ご意見を賜りたいと思います。 

【委員】  せっかくの機会ですので、３点教えていただければと思います。１点は、先ほ

ど大脇さんのご説明の中にもありましたように、何年か前にタンクが火災を起こしましたよ

ね。私、あの報道に接したときに、航路といいますか、港湾機能は大丈夫かなと瞬時に思っ

たわけです。昔の話をするつもりは全くありませんけれども、たしか昭和３５年か６年か７

年か、そのころですが、室蘭で大火災を起こして、３０日ぐらいでしたか、港湾機能がスト

ップしたことがあります。あまり昔の話はしたくはありませんが、瞬時にそれを思い起こし

まして、大丈夫かなと思ったことがあります。さて、このとき、航路に大きな支障がなかっ

たのかどうかということ。なかったから問題になっていないのだと思うのですが。これは実

は、何も苫小牧に関したわけではなくて、この種の港湾の宿命的な問題なのですね。もう一

つ航路を掘ったらいいじゃないかという話も二、三十年前からあるのですが、漂砂等々を考

えると、そう簡単なものではない。そうしますと、タンクの立地自体を、ロケーションを考

えるとか、それは先ほどここで承認されました防災何とか部会で議論されるのかもしれませ

んけれども、万が一火災があったときにも、陸上の道路とか陸上の民家に災害を及ぼしては

いけないことは言うまでもないことなのですが、ここは特に口は１つですから、航路機能が

最低限度確保されるようにしておかないといけないだろうと思います。これは実はどうすれ

ばいいんだという答えがないまま申し上げているので、タンクのロケーションとか、そうい

うようなことしか工夫のしようがないのかなと思ったりしておりますが。私、冒頭、質問と

申し上げましたけれども、質問ではなくて、希望ですね。これは実はここだけではなくて、

鹿島だとか、ほかの港でも考えなければいけない問題だと思います。埋め立てでつくられる

東京港とか神戸港でも、最近橋がかかったりしていますので、口が１つだということがあり
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得るのですね。どう考えていいのか、答えはないのですが、今後の港湾計画をやるときに、

ひとつ考えていただきたい。あるいは、先ほどの防災何とか部会ででも結構ですから、ご検

討いただければと思います。希望の１点です。 

 ２点目は、これも僕、１０年ほど前、名瀬港か何かのときに申し上げたのですが、先ほど

ご質問ありましたように、耐震岸壁がないという話でしたね。だから、ここにつくる。これ

は結構だと思うのですが、ここにありますように、同じ方法のやつを２バースか３バースつ

くるのはどうかなと思うのですね。地震の揺れ方というのはなかなか予想できない。ですか

ら、このような一直線で３バースつくるよりか、方法の違う、東西にあるなら、片一方は南

北にあるとか、こうしておかないと、せっかくつくっても下手すれば３つともつぶれちゃう

のではないか。こういうところはご検討されるか、あるいはどうしてもここしかないならば、

構造をご検討されて、どのような地震波が来るかわからないわけですから、同じ構造にはし

ないほうがいいのではないかと思います。これも希望です。 

 それから、３点目は、東部何とか何とか計画がされたということなので、教えていただけ

ればありがたいのですが、東港ですね。これはいろいろな経緯があって、広大な水域ができ

ているわけですね。防波堤をつくるということは、大変なインベストメントだと思います。

さて、先ほどの何とか計画の中で、この空間をどうしたらいいのかと。これも僕にアイデア

がないまま。どんな議論されたのか、議論の一たんでもご披露いただければと思います。 

 冒頭の２点は、希望ですから、答えは結構です。３点目は、どのような議論がされたのか

ということが、もしあればご披露いただければと思います。 

 以上です。 

【分科会長】  事務局のほうから。 

【港湾計画審査官】  今、３点ご質問いただきましたが、１つ目のタンクの火災、あるい

はタンクのロケーションの問題と、それから、苫東の開発の計画についてのご議論につきま

しては、北海道開発局さんのほうからご説明いただければと思いますが、２点目の耐震強化

岸壁でございますけれども、資料のつくりがよくなかったかもしれません。６ページにござ

いますように、これは図の書き方がよくないのかもわかりませんけれども、１バースを耐震

強化岸壁にしてございます。３バースのように見えるかもしれませんけれども、一番奥の１

バースを耐震強化岸壁に位置づけてございます。 

【委員】  ああ、そうですね。見間違えました。 

【港湾計画審査官】  １つ目、２つ目につきまして、よろしくお願いします。 
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【北海道開発局】  委員ご指摘の１点目の出光のタンクの火災の件でございますけれども、

やはり今回の計画を議論していく中で、安全性についてはいろいろなご意見、ご議論がされ

ました。その結果、港湾計画図の中に西港区の勇払地区から海岸線に向けて、矢印と丸で計

画として書いてございますが、地元の中での議論で、やはりここに復水路という形で、１方

向だけではなくて、もう１方向で将来的には航路をつけて、今の安全対策といいますか、取

り組みをしていくという意思表示として今回港湾計画の中でも整理をつけてきてございま

す。 

 それから、３点目の東港区の水域の関係、それから、苫東の計画の関係でございますけれ

ども、苫東のほうの計画の中では、残念ながら、水域の議論はなされておりません。今回、

港湾計画をつくっていく中での議論では、先ほどもございましたけれども、ＪＲ本線の外側

といいますか、海岸線側で発生予想されています貨物を対応していく計画をどうしていこう

かという形で、今回ご提案をしておりますこの計画になってございます。 

【分科会長】  よろしいでしょうか。 

 ほかにご意見、ご質問ございますでしょうか。苫小牧の港湾計画について、ご意見、ご質

問ございませんでしょうか。 

 特にこれ以上ないようでございますので、答申案についてお諮りいたしたいと思います。 

 答申。苫小牧港。「国土交通大臣に提出された苫小牧港の港湾計画については、適当であ

る」という答申でよろしいでしょうか。 

              （「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  ありがとうございます。異議がないようでございますので、答申案のとお

りとさせていただきます。北海道開発局、さらに苫小牧港管理組合の皆様、大変お疲れさま

でございました。ご苦労さまでございました。 

          （北海道開発局、苫小牧港管理組合 退出） 

【分科会長】  それでは、引き続きまして、一部変更の案件として、八戸港と新潟港、堺

泉北港、北九州港、中津港の港湾計画について、事務局からご説明をお願いいたしたいと思

います。 

【港湾計画審査官】  それでは、八戸港、新潟港、堺泉北港、北九州港、中津港の５つの

一部変更につきまして、一括してご説明を申し上げたいと思います。お手元の資料の３－４

から３－８、順次ご覧いただきたいと思います。 

 まず八戸港でございますけれども、資料３－４をご覧いただきたいと思います。ご案内の
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とおり、八戸港につきましては、青森県の太平洋側南部の八戸市に位置する重要港湾でござ

います。昭和３９年に新産業都市に指定されたところでございますが、臨海部では、製糸業、

あるいは非鉄金属といった工場が集積しておりまして、東北の北側、北東北を代表する産業

エリアが形成されております。平成１７年には、３,０００万トン強の貨物を扱ってございま

す。全国で３０位。そのうち、約４割がフェリーの貨物といった状況になってございます。 

 この八戸港でございますが、定期コンテナ航路も就航してございまして、現在中国、韓国、

あるいは一部北米、それから東南アジアの５航路、年間約３万４,０００ＴＥＵを扱っている

状況でございまして、対前年度比１０％ぐらいでコンテナが増えているという状況でござい

ます。お手元の資料にお示しをしています１ページ目の写真、ここの中央部に八太郎地区と

いうところをお示しをしてございます。現在、八戸港でコンテナを扱っておりますのが、水

深１３メートルの岸壁を有しておりますターミナルでございます。ここでコンテナを扱って

ございますけれども、今回の計画の変更は、コンテナ物流の一層の効率化を図りたいという

ことで、八太郎地区で特定埠頭として一体貸し付けができるように、この地区を効率的な運

営を特に推進する区域と設定したいという一部計画の変更でございます。 

 １ページおめくりいただきまして、２ページ目をごらんいただきたいと思います。左手に

従来の計画がございます。特に施設の計画を新たに追加するというものではございませんけ

れども、中央にございますように、オレンジ色でくくっている部分、この区域につきまして、

効率的な運営を特に推進する区域に指定するということでございます。港湾管理者でありま

す青森県としましても、港湾法の５４条の３、いわゆる従来の特区制度、これが全国に展開

できるようになっておりますが、特定埠頭と呼んでおりますけれども、特定埠頭を構成する

行政財産の貸し付けという制度がございますので、これによりまして、岸壁と埠頭用地の一

体貸し付けを実施し、効率的な運営を行い、この場所でコンテナ埠頭の効率的な運営、さら

に貨物量の増大に備えたいということでございます。オレンジ色でお示しした区域をその区

域に指定するという変更でございます。 

 以上が八戸港でございます。 

 続きまして、新潟港につきましてご説明申し上げます。１ページをごらんいただきたいと

思いますけれども、今回の一部変更につきましては、新潟港の東港の部分でございます。新

潟港につきましては、コンテナ貨物につきまして、いわゆる中枢港湾、中核港湾ということ

でいきますと、中枢港湾を補完するという意味で、日本海側での中核港湾ということで、港

湾の利用・保全の基本方針というのがございますけれども、これにも位置づけをしておる港

- 40 -



 

でございます。 

 この新潟港につきましては、特に中国航路をはじめとします近海航路を中心に年々コンテ

ナが増加してございます。平成１７年には１６万ＴＥＵを扱っておりまして、全国１０位の

取り扱いとなってございます。一方、取り扱いの貨物量が増える分、コンテナ船の入港頻度

も増加してございまして、実際にコンテナ船の滞船が生じているという状況でございます。

そのため、今回の一部変更につきましては、新潟港の外貿コンテナターミナルになっており

ます東港区の西埠頭地区のコンテナターミナルの埠頭計画を見直すといった内容でございま

す。 

 具体的には次の２ページ目をご覧いただきたいと思います。従来新潟港のコンテナのター

ミナルにつきましては、このページの右上、既定計画とお示しをしております図がございま

すけれども、この中にお示ししていますように、黒く塗っています１４メートル、３５０メ

ートルと書いてあるこの埠頭、これが冒頭の写真でお示ししました東西に向いて設置されて

いるコンテナターミナルでございまして、これが現在、暫定的に１２メートルの水深で供用

をされているという状況でございます。そのとなりの左側、こちらに水深１４メートル、３

５０メートルの延長のコンテナターミナルというのが埠頭用地とあわせて計画をされていた

という状況でございます。 

 これを今回は、この下の図にございますように、水深１２メートルの岸壁２バースとその

背後、埠頭用地、従来公共用地と位置づけをしておりました土地も含めて埠頭用地というこ

とに位置づけをし直すということでございます。１２メートルの岸壁の１つ目、真ん中に当

たります、はしごのようにチェックの線を縦に入れておりますけれども、こちらにつきまし

ては、特に耐震強化岸壁に位置づけをするという内容で考えてございます。この１２メート

ル岸壁につきましては、今後も新潟港でのコンテナ取り扱いで見込まれる航路の方面が中国

を中心とした近海航路であろうと見込みを立ててございますので、１４メートルというより

も、むしろ１２メートルでも十分対応ができるということと、それから、先ほど申し上げま

した入港頻度の増加に伴います滞船も生じている状況でございますので、こういったバース

ウィンドウを確保するといった意味で、１２メートルの岸壁、２つに位置づけを変更しよう

というものでございます。なお、１２メートルのもう１つ目の左側の岸壁につきましては、

コンテナだけでなくて、それ以外の貨物も扱える多目的ターミナルという位置づけもあわせ

て考えてございます。 

 以上が新潟港の港湾計画の一部変更でございます。 

- 41 -



 

 次、資料３－６をご覧いただきたいと思います。堺泉北港の港湾計画の一部変更でござい

ます。堺泉北港につきましては、大阪港のちょうど南側に隣接した堺市、高石市、泉大津市

の３市にまたがる特定重要港湾でございますけれども、港湾管理者は大阪府ということにな

ってございます。 

 堺泉北港につきましては、昨年、平成１８年の２月に港湾計画の改訂をしたところでござ

いますけれども、このうち、この写真の中央にお示ししています堺２区につきまして、一部

の住居も含めた都市機能、あるいは交流レクリエーション機能を含めた機能も併せた土地利

用計画を考えていたところでございますが、今般、この場所につきまして、高付加価値型の

家電メーカー、先端産業の企業が立地の意向を示してございまして、今回の計画におきまし

ては、次のページをご覧いただきたいと思いますけれども、ちょうど２ページ目の上の右側

に写真をお示ししておりますが、ここに工業用地と書いてございますが、土地利用を見直し

まして、この工業用地の大半、このうちの１３０ヘクタールに相当しますが、ここに先ほど

申し上げました大手電機メーカーの企業が立地をすると決めてございますので、これが可能

なように全体を工業用地に見直すといった土地利用の計画変更でございます。 

 それから、次に北九州港でございます。資料の３－７をご覧いただきたいと思います。今

回の北九州港の一部変更でございますけれども、場所は、響灘の東地区というところでござ

います。今回の計画変更は、従来、立地企業への売却も想定もしていた場所でございますけ

れども、そこの土地利用を工業用地となっているところを緑地に見直して、緑地の部分を増

やすという計画の変更でございます。 

 具体的には、２ページ目をご覧いただきたいと思います。この図の中央ちょっと左手のと

ころに、緑地空間の拡大、２５ヘクタールから５３ヘクタールと書いてございますけれども、

従来ここの緑地、ちょうど薄緑色に塗っている部分、約２５へクタールでございますけれど

も、こちらの緑地を、周りに濃く塗っている緑地まで拡大をするという計画でございます。

この場所でございますけれども、焼却灰や瓦礫、土砂、あるいは上下水道の汚泥、シュレッ

ダーダストといったような管理型、水が入ってもそこからしみ出さないような護岸で管理を

して、廃棄物を埋め立てた場所でございますけれども、そういったことで、埋め立ててでき

た用地でございます。この用地でございますけれども、冒頭の１枚目の写真をご覧いただい

てもおわかりかと思いますけれども、現在は実態的に湿地帯となってございまして、鳥など

もたくさん来ているような状況ということでございます。一方、平成１５年に土壌汚染対策

法というのも制定されまして、そういったことの規制強化もあり、先ほど申し上げましたシ
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ュレッダーダストが入っている廃棄物で埋め立てた用地でもございますので、その後の売却

に対する規制、あるいは、工場を建てるにしましても、いろんな不等沈下が見込まれるとい

うこともございますので、この場所の土地利用の変更、かつ、北九州市では、響灘・鳥がさ

えずる緑の回廊創成基本構想というのもございまして、そういった面での環境学習にも資す

る場所としてこの場所を緑地に変更して使っていきたいという内容の計画変更でございま

す。 

 以上が北九州港の内容でございます。 

 それから、最後でございますが、中津港の港湾計画の変更でございます。ご案内のとおり、

中津港は大分県北西部に位置します重要港湾でございますが、近接して立地しております自

動車工場の進出、あるいは大分北部の工業団地の開発などが非常に進んでおりますというこ

とで、この近辺での貨物量が非常に急増してございます。そういった状況に対応するために、

今回の一部変更では、１ページ目の左の下のほうにお示ししております、中津港と内陸を結

ぶ道路のネットワークでございますけれども、将来東九州自動車道というのができますが、

ここのインターから海側へ、黄色でずっと書いてございますけれども、中津日田道路という

高規格道路の計画がございますけれども、これが県道中津高田線、海岸に沿って青く塗って

いる一番上側にお示しした道路でございますけれども、ここまで来るという状況でございま

す。 

 今回の計画変更は、次のページにもお示ししてございますように、多目的国際ターミナル

が現在活動しておりますけれども、こちらから、今申し上げました中津日田道路、高規格道

路に直接結節ができるようにということで、４車線の道路を位置づけるという計画内容でご

ざいます。 

 また、２ページ目の右のところの写真にございますように、従来、海面処分場として活用

してきましたところも、港湾関連用地として位置づけをするということで、３ページ目の右

側にお示しをしていますような土地利用の変更といったことも併せて計画の変更をするとい

うものでございます。具体的には３ページ目にお示ししていますように、道路を位置づける

ということと土地利用、海面処分場から港湾関連用地にという、赤く四角く囲った部分の土

地利用の変更という内容でございます。 

 以上、駆け足でございましたけれども、５港の一部変更につきまして、概要をご説明申し

上げました。よろしくご審議をお願いいたします。 

【分科会長】  それでは、ただいまご説明いただきました八戸港から中津港まで、合わせ
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て５港について、ご質問、ご意見ございましたら、お願いいたしたいと思います。 

【委員】  すみません。今、２つの港湾をあわせて見ていたんですが、１つは堺泉北で、

１つは北九州なのですが、何を言いたいかというと、北九州は、今回変更して緑地を増やし

ていく。しかも、写真を見ると、岸壁の上のほうにずっと風車がついて、エネルギー対策も

講じているというような形になっているわけですね。一方、堺泉北は、緑地を減らして工業

用地を増やすという計画になっていて、正反対の方向に進んでいるのですが、この辺で、こ

れから多分、港湾計画、先ほどの地球温暖化との関連で港湾計画がどうあるべきかというよ

うなことも考えていくわけですが、この２つを見ると、指導が一貫していないのかなという

感じを受けるのですが、この辺についての指導方針について伺いたいと思います。 

【港湾計画審査官】  まず堺泉北港の港湾計画におけます今回の工業用地への土地利用変

更に伴いまして、この資料の２ページ目をご覧いただきますとおわかりいただけますように、

緑地というのを３０.８ヘクタールから右側の図のように２７.９ヘクタールということで、

約３ヘクタールほど減少している、減らさざるを得ないという状況になってございます。た

だ、まずこの緑地につきましては、現在も１０万人ほどの皆さんが来訪される緑地になって

ございますけれども、特にこの緑地に対しまして大きく期待をしてございますのは、大阪湾

における基幹的な防災拠点という位置づけを担う緑地として期待しておりまして、この右側

の下の埠頭用地というところに耐震強化岸壁もあわせて書いてございますけれども、こうい

ったところの岸壁とあわせて緊急時に対応するものと期待しておるところでございます。 

 したがいまして、先ほど委員もご指摘いただきましたように、緑地が減ってということも

もちろんございますけれども、一方で、私ども、港湾の利用、開発、保全に関する基本方針

というのも持ってございますけれども、そちらの中でも、特にこういう未利用地、実はこの

全体の場所につきましては、もともと新日鐵が埋め立てた場所でございまして、こちらの土

地の活用につきましては、長年地元でもいろんな検討がなされ、いろんな計画がなされてき

た経緯がございます。私ども持っております基本方針の中でも、未利用地の活用、特に産業

競争力の強化に対する活用について連携を図っていこうという方針も一方で持ってございま

すので、そういった中で、緑地は若干、３ヘクタール減少はいたしますけれども、先ほど申

し上げました大規模地震時の防災拠点としての機能、あるいは、必要最低限の緑地として、

皆さんにおいでいただく機能は確保できるであろうということで、若干減ってはございます

が、今回のような計画の変更にしているという状況でございます。 

 一方で、北九州港のほうにつきましても、これは先ほどご説明申し上げましたように、こ
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れは委員がおっしゃっているのは全くそのとおり、堺泉北港とは逆の措置をしてございます

けれども、一方で、先ほど申し上げましたような基本方針の中でも、こういった環境整備と

いったことも併せて進めていこうという方向も持っておりますので、その辺の、こっちが減

って、こっちが増えてという、なかなか難しいところがございますけれども、必要最低限の

機能を確保しながら、かつ、地元の地域の経済活性化ということも視野に入れて、こういっ

た対応をしていくべきなのかなと考えておるところでございます。お答えになっていますで

しょうか。 

【委員】  単に数字だけでなくて、土地利用として、例えば工場用地といったって、全部

が工場でびたっと埋まるわけではないはずですし、全体として港湾をどう整備していくかと

いうところに、常にそういう配慮を働かせるということが重要だと思っています。ですから、

単に土地利用において、若干緑地の面積が減ったというだけでなくて、全体として港湾の中

で、そういうことを全体として配慮されている。そういうことのほうがずっと重要だと思い

ますので、そういう観点で今後進めていただければと思っています。 

【港湾計画審査官】  貴重なご指摘ありがとうございます。堺泉北港、ここの地区だけで

もございませんで、もっと南側のいろんな地区におきましても、緑地などの活用、こういっ

たものも併せて考えてございます。この港だけに限りませんけれども、そういったことも配

慮して進めていきたいと思っております。 

【分科会長】  ほかにご意見、ご質問ございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。それでは、他にご意見、ご質問がないようでございますので、答申

案につき、先ほどご審議いただきました５港について一括してお諮りを申し上げたいと思い

ます。 

 答申。八戸港。「国土交通大臣に提出された八戸港の港湾計画については、適当である」。

ご異議ございませんでしょうか。 

              （「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  ありがとうございます。 

 答申。新潟港。「国土交通大臣に提出された新潟港の港湾計画については、適当である」。

ご異議ございませんでしょうか。 

              （「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  ありがとうございます。 

 答申。堺泉北港。「国土交通大臣に提出された堺泉北港の港湾計画については、適当であ
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る」。ご異議ございませんでしょうか。 

              （「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  ありがとうございます。答申。北九州港。「国土交通大臣に提出された北

九州港の港湾計画については、適当である」。ご異議ございませんでしょうか。 

              （「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  ありがとうございます。最後でございます。 

 答申。中津港。「国土交通大臣に提出された中津港の港湾計画については、適当である」。

ご異議ございませんでしょうか。 

              （「異議なし」の声あり） 

【分科会長】  ありがとうございます。それでは、港湾計画について、以上、一部変更５

港の答申案については、原案どおりとさせていただきたいと思います。 

【港湾計画審査官】  委員長、申しわけございません。先ほど苫小牧港のところで防災関

係のお話も出ましたけれども、そのときに説明しておりましたが、海岸・防災課長のほうか

ら、災害に関するＢＣＰに関しましてご説明をさせていただきたいと思います。 

【海岸・防災課長】  ちょっとお時間をいただきましてご紹介させていただきたいと思い

ます。まず苫小牧のときのタンクの火災時には、フェリーやＲＯＲＯ船の定期船自体は実際

には東港だとか室蘭港に若干避難して、そこで救われたということがございます。そういう

オペレーションを実際には船会社さんや港湾管理者さんがやっておられたということでござ

います。 

 出光のタンク火災、実際には地震が原因で起こったものでございますので、そのときはど

ういう対応をしたらいいかというのはなかなか訓練もしてないという状況でございました

が、最近、我々、国土交通省が中心となって、ＢＣＰという、これは自然災害を中心に初動

をどういうふうにするかというのを、我々の訓練も含めてどういう対応をするか、手順を決

めておきましょうという動きをしておりまして、先ほど苫小牧の改訂の中で説明がございま

したけれども、水路をもう１本をつくるといった、そういうハードの力技での解決もござい

ますが、なかなかそういう方向にいくというのも非常に難しいということで、ソフト的な対

策を迅速に行うという緊急時対策のシステム化みたいなものを今行っております。港湾局で

は、特に東京湾を中心に直下型地震が起こったときに港湾機能が最小限どういうふうに生き

残れるかという観点で、今、ＢＣＰを策定して、実際には細かい手順を決めて、職員一同頑

張ろうという形になってございます。本省がつくっても、地方整備局の問題もございますの
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で、これを順次、整備局に広げていこうということで、今、作業を始めたという状況でござ

います。ご紹介でございますけれども、防災に関してそういうソフト的な対策もとりつつあ

るということでございます。 

【分科会長】  どうもありがとうございました。それでは、予定の時間が迫っております

が、長時間にわたって恐縮ですが、あとわずかでございますので、最後の４番の報告事項で

ございますが、事務局からご説明お願いしたいと思います。 

【計画課長】  計画課長の冨田でございます。お手元の資料４、「『港湾関係事業の中期

計画（仮称）』の作成に向けて」という資料がございますが、そちらをご覧になっていただ

ければと存じます。ご存じのように、現在、国土形成計画でございますとか、社会資本重点

整備計画の策定作業が進んでおります。また、来年に向けて、今、答申の取りまとめもお願

いしているところでございますけれども、こういった５年、１０年といった中期的なターム

での今後の港湾政策を決めていく非常に重要な時期に今あると思っております。こういった

ことから、今後２０年度以降、中期的な期間に実施するべき必要な事業というものを具体的

にわかりやすく整理していく必要があるだろうと考えておりまして、とりあえず仮称で中期

計画と称しておりますが、こういった１０年タームの計画づくりをしようということで、今、

作業を進めておるところでございます。 

 １枚めくっていただきまして、基本的考え方とお示ししてございますが、この４点、ここ

に書いてございますようなことを十分意識しながら、今、計画の策定をさせていただいてい

るということでございます。 

 次のページに全体のスケジュールをお示ししてございますけれども、年内に計画の骨子を

作成し、今年度中、３月ごろに計画の案を作成いたしたい。そして来年６月ごろを目途に中

期計画を取りまとめるというスケジュールで作業を進めていこうと考えております。 

 次のページでございますが、計画の基本的な事項ということでお示ししてございますけれ

ども、今回の計画の作成の対象でございますが、従来こういった計画というのは、港湾の関

係の計画、海岸の計画、別々につくってきておるわけでございますが、今回は、港湾と港湾

海岸にかかるあらゆる施設、事業を対象とした計画にいたしたいと考えてございます。 

 計画の期間は、先ほど申し上げましたように、概ね１０年程度と考えてございます。 

 計画の策定に当たりましては、これまでこういった計画の取りまとめというのは、基本的

には港湾管理者さんと意見交換をしながら取りまとめていくというやり方をしておったわけ

でございますが、今回は、港湾管理者はもちろんのことでございますけれども、地元の首長
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さん方、あるいは港のユーザーの皆さん、船会社の方、港運関係の方、そして荷主企業の方、

学識経験者の方、できるだけ多くの方のご意見を徹底的にヒアリングをいたしまして、ほん

とうに必要とされているものは何なのかということをきちっと整理した上で取りまとめをい

たしたいと考えているところでございます。 

 また、この計画の作業が進みました段階で、節目節目でご報告を申し上げていきたいと考

えております。よろしくお願いいたします。 

【分科会長】  ありがとうございます。ただいまの報告事項、港湾関係事業の中期計画に

ついてご質問、ご意見ございますでしょうか。 

 特にございませんでしょうか。 

 ありがとうございます。特にご意見もご質問もないようでございますので、本日の審議は

これで終了させていただきたいと思います。大変長時間、ありがとうございました。マイク

を事務局のほうにお返しいたします。 

【総務課長】  分科会長、ありがとうございました。最後までご審議いただきました委員

の皆様に心から感謝を申し上げます。 

 以上をもちまして本日の港湾分科会を閉会させていただきます。ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 
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